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【
要
約
】
　
北
新
孝
文
帝
は
太
和
一
八
年
に
官
吏
の
行
政
成
績
査
定
の
た
め
の
考
諜
法
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
こ
着
実
に
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

一
の
理
由
は
中
央
集
権
体
制
に
絶
対
権
な
強
さ
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
考
課
の
空
白
を
埋
め
る
処
置
と
し
て
次
の
世
羅
朝
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
考
μ

」
課
規
定
（
考
格
）
が
作
成
さ
れ
た
。
作
成
時
の
年
号
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
景
明
・
正
始
・
延
愚
の
格
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
考
課
の
対
象
は
中
央
宮
と
地
方
官
、
…

磯
迷
宮
と
散
垂
流
内
宮
と
流
外
官
と
に
よ
・
て
差
禦
あ
・
た
。
本
稿
は
北
郷
世
業
朝
に
お
け
る
こ
れ
ら
考
課
に
関
す
る
諸
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
｝
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序

　
故
福
島
繁
次
郎
氏
著
「
中
国
南
龍
朝
史
研
究
」
所
収
の
第
二
締
「
北
魏
の

考
課
と
停
年
格
」
は
そ
の
第
一
章
「
北
魏
前
期
の
考
課
と
地
方
官
」
と
第
二

章
「
北
野
の
停
年
格
と
吏
部
権
の
発
展
」
と
の
間
に
、
当
然
世
宗
宣
武
帝
時

代
の
考
課
問
題
に
関
す
る
研
究
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ

の
部
分
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
幸
い
こ
の
空
白
を
埋
め
る
も
の
の
一
つ
と

し
て
、
鰯
網
宣
武
帝
時
代
の
部
分
の
遺
稿
が
、
最
近
舎
夫
人
か
ら
故
人
の
生
前

親
し
く
し
て
い
た
京
大
教
授
宮
晦
市
定
博
士
に
托
さ
れ
、
更
に
博
士
の
依
頼

を
う
け
て
、
不
尚
わ
た
く
し
が
整
理
の
任
に
当
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
は

分
量
も
比
較
的
多
く
、
論
旨
に
未
決
断
の
箇
所
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
故
人

も
再
度
入
念
に
手
を
加
え
る
心
算
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
こ
の
よ
う
な
形
に
ま
と
め
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
か
な
り
劉
愛
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
墨
型
も
あ
っ
た
。
し
か
し
吉
見
と
し
て
故
人
の
所
見
を
出
来
る

．
だ
け
多
く
伝
え
る
こ
と
に
努
め
、
大
綱
は
遺
漏
な
く
収
取
し
た
つ
も
り
で
あ

る
。
不
備
の
点
は
大
方
の
御
教
示
を
賜
わ
り
、
今
後
に
そ
な
え
る
こ
と
が
出
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来
れ
ば
率
甚
で
あ
る
。
な
お
こ
の
前
に
接
す
る
孝
文
帝
時
代
の
考
課
に
つ
い

て
は
、
禰
島
氏
の
遺
稿
『
滋
賀
大
学
学
芸
学
部
紀
要
』
第
一
二
号
、
及
び

『
策
方
学
』
第
二
八
輯
所
載
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
（
醐
村
元
侑
）
。

囎
　
景
明
よ
り
延
昌
に
い
た
る
問
の
旧
格
の
変
遷

　
高
祖
孝
文
帝
の
考
格
は
主
と
し
て
京
官
を
対
象
と
し
た
内
考
令
と
、

地
方
官
を
対
象
と
し
た
外
燈
令
と
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
が
、
弘
、
5
課

全
般
の
原
劉
約
な
規
定
は
三
和
一
八
年
の
詔
に
宣
示
さ
れ
て
い
る
。

魏
丁
丁
下
二
尚
祖
紀
所
載
の
認
文
（
九
月
壬
申
朔
）
を
要
約
す
る
と
、

一．

ﾃ
来
の
通
経
で
あ
る
三
蓋
考
績
・
三
考
面
繋
の
欄
度
を
廃
止
す

　
る
こ
と
。

二
、
今
後
は
決
裁
に
一
考
し
て
考
課
と
同
時
に
勲
陸
す
る
。

一
二
、
各
当
曹
は
所
属
官
僚
の
優
劣
を
考
定
し
て
三
等
と
す
る
。

四
、
六
贔
以
下
は
尚
書
が
重
好
し
五
品
以
上
は
天
子
が
公
卿
と
論
考

　
す
る
。

五
、
考
課
上
上
第
の
も
の
は
昇
級
せ
し
め
、
中
中
第
の
も
の
は
人
任

　
の
ま
ま
と
し
、
下
下
第
の
も
の
は
鰍
退
す
る
。

　
と
あ
る
。
右
の
考
課
の
原
則
は
清
絶
朝
に
継
承
さ
れ
た
に
桐
違
な

い
。
二
君
六
三
．
王
畿
伝
に
轍

　
　
　
粛
奏
。
考
以
漏
顕
能
4
跡
由
斎
旗
著
一
昇
レ
明
退
レ
闇
。
於
レ
是
乎
在
。

　
　
論
義
百
寮
畷
察
凋
四
一
稔
予
凋
萎
請
依
鵠
等
式
浦
考
昌
検
能
否
4
従
レ
之
。

　
　
（
菱
叔
業
。
以
南
藤
内
附
。
）

　
と
あ
る
か
ら
「
旧
式
」
す
な
わ
ち
高
祖
朝
の
原
測
に
し
た
が
っ
た

こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
右
の
上
奏
文
に
つ
づ
い
て
斐
三
業
内
附
の
記

事
が
あ
る
。
群
書
八
・
世
宗
紀
に
よ
る
と

　
　
　
景
明
元
年
春
正
月
…
…
丁
未
。
薫
宝
巻
繋
留
剃
史
装
叙
業
。
以
『
寿

　
　
春
　
内
属
。

　
と
あ
る
。
こ
の
年
の
正
月
辛
丑
が
湖
に
あ
た
る
か
ら
（
北
史
幽
）
丁

未
は
瘡
毒
で
あ
り
、
王
粛
の
上
奏
は
こ
の
事
件
以
前
で
、
お
そ
ら
く

年
頭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
王
粛
の
上
奏
中
に
「
百
寮
の
畷
察
よ
り
戴

に
四
稔
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
太
和
二
一
年
か
ら
起
算
し
て
四
年
後

の
景
明
元
年
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
太
和
一
八
年
九
月
壬
申
、

高
祖
は
骸
4
3
課
の
詔
を
下
し
て
三
年
ご
と
に
一
考
し
て
考
．
課
と
岡
時
に

百
官
の
勲
陸
を
実
行
す
る
こ
と
を
定
め
、
一
〇
滑
後
の
壬
午
の
臼
に

は
親
し
く
黙
陸
を
加
え
た
。
し
た
が
っ
て
次
の
考
課
は
一
二
年
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
魏
書
七
下
・
高
祖
紀
に
よ
る
と

　
　
　
二
十
有
一
年
春
正
月
巳
亥
。
遣
二
種
侍
中
張
募
・
崔
光
・
兼
散
騎
常

　
　
鰺
劉
藻
魂
巡
レ
方
省
察
。
問
昌
民
疾
苦
刃
黙
二
捗
守
宰
④
富
二
揚
風
化
⑩

52　（532）



；｛ヒ麦潅｛量：㌶ミ呈‘露慧・轟？の蕩琢’譲ミとテ琢胸亭谷　（餐≧雪酸∫・西拳寸）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
と
あ
り
、
大
使
を
地
方
に
派
遣
し
て
民
情
を
た
ず
ね
、
郡
守
県
令

の
考
課
を
行
な
っ
て
難
防
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
年
八
月
に
南
町
の

軍
を
起
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
し
た
臨
時
の
方
法
で
考
課
を
行
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
中
央
に
お
け
る
百
官
の
考
課
は
行
な
わ

れ
ず
、
し
た
が
っ
て
定
令
の
考
課
と
は
い
え
な
い
。
已
下
が
「
百
寮

の
慶
察
」
と
い
っ
た
の
は
こ
の
年
の
こ
と
で
、
頻
と
は
廃
と
か
欠
と

か
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
百
官
の
考
課
と
黙
陸
を
欠
い
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
年
か
ら
四
年
目
が
景
明
元
年
で
、
太
和
二

一
年
に
つ
い
で
考
課
の
年
に
あ
た
る
。
王
粛
は
高
祖
の
遺
制
に
か
え

り
み
て
考
課
の
実
施
を
上
奏
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
偏
格

は
「
旧
式
に
依
っ
て
考
検
せ
ん
」
と
あ
り
、
世
宗
は
「
之
に
従
う
」

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
高
祖
の
考
格
が
継
承
さ
れ
た
も
の
と
み
て

よ
い
。
し
か
し
魏
書
六
四
・
郭
詐
伝
に

　
　
景
明
之
初
歯
茎
。
五
年
者
。
得
血
階
半
葡

　
ど
あ
る
か
ら
、
景
明
元
年
の
考
格
に
は
勤
務
五
年
の
も
の
は
一
階

半
の
昇
進
を
得
る
あ
ら
た
な
条
項
が
追
加
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

れ
は
太
和
の
考
格
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
た
め
て

「
景
明
の
格
篇
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
に
改
定

さ
れ
た
景
明
の
考
格
の
内
容
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。

　
景
明
の
考
課
で
適
用
さ
れ
る
下
愚
表
は
太
和
二
三
年
撰
次
の
も
の

で
、
魏
書
官
琉
志
に
は

　
　
　
二
十
三
年
。
高
祖
復
次
＝
職
令
の
及
昌
帝
崩
4
世
宗
初
野
　
行
之
⑩
以
為
論

　
　
永
擬
魂

　
と
あ
る
。
こ
の
職
令
で
は
四
品
以
下
は
正
従
の
二
階
に
わ
か
れ
、

さ
ら
に
各
階
は
上
下
の
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
階
と
は

正
従
の
各
論
を
意
味
し
、
半
階
と
は
各
階
の
上
下
の
一
つ
を
い
う
の

で
あ
る
。
三
年
の
勤
務
で
考
課
上
第
者
は
～
階
を
得
る
原
則
で
あ
っ

た
も
の
が
、
勤
務
五
年
の
も
の
に
は
一
階
半
を
昇
進
し
う
る
規
定
が

付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
景
明
の
考
格
で
は
、
た
と
え

ば
従
五
罪
下
階
の
も
の
は
三
年
勤
務
の
場
合
正
五
虫
下
と
な
り
、
五

年
勤
務
の
場
合
正
五
晶
上
と
な
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
条
項
が
い
か

な
る
理
由
で
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
太
和
一
九
年
以
来

正
式
に
考
課
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
勤
務
三
年
の
も
の
、
五

年
の
も
の
の
両
様
の
考
課
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め

の
臨
時
措
置
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
不
合
理
是
正
方
法
が
登
場
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
景
明
之
格
に
つ
い
で
次
の
正
始
年
間
「
圧
始
節
奏
」
と
い
わ
れ
る

中
山
王
英
の
上
奏
に
考
格
の
改
訂
に
関
す
る
意
見
が
の
べ
ら
れ
て
い
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る
。
魏
書
六
四
・
郭
喧
伝
の
上
奏
文
に

　
　
　
正
始
中
。
故
尚
書
中
山
寛
刑
奏
。
考
格
披
レ
旨
。
但
下
下
正
満
晶
三
周
一

　
　
為
日
限
。
不
レ
得
レ
計
二
残
年
之
勤
謁

　
と
あ
る
。
中
山
王
の
伝
は
魏
書
一
九
下
・
景
穆
十
二
王
伝
・
南
安

王
槙
伝
に
島
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
が
中
山
王
と
な
っ
た
の
は
笹
書

世
宗
紀
に

　
　
正
始
元
年
八
月
丁
田
。
歯
噛
元
英
4
為
漏
中
山
王
謁

　
と
あ
る
か
ら
正
始
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
魏
書
世
宗
紀
景
明
四
年

八
月
庚
子
の
条
に
は
、
元
英
が
仮
鎮
南
将
軍
と
し
て
燕
術
を
討
ち
、

　
そ
の
軍
功
に
よ
っ
て
吏
部
尚
善
と
な
っ
た
こ
と
が
中
山
王
胤
伝
に

み
え
る
か
ら
、
　
「
正
始
之
奏
」
は
官
吏
任
免
の
府
た
る
吏
都
の
長
官

と
し
て
世
羅
の
意
を
う
け
て
上
奏
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
魏
書
跡
宗
紀
正
始
元
年
の
条
に
は

　
　
藩
翰
二
月
己
卯
。
詔
昌
璽
鷹
④
議
瓢
足
徳
令
4

　
と
あ
っ
て
律
令
の
改
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
律
だ
け
が
班
行

さ
れ
て
令
は
実
施
さ
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
か
ら
、
正
始
元
年
以
後
も

景
明
の
考
格
が
存
続
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
景
明
の
考
格
は
三
年

一
考
で
一
考
一
階
の
昇
進
を
原
則
と
す
る
が
、
五
年
の
も
の
は
一
階

半
を
昇
進
さ
す
と
い
う
便
法
が
あ
っ
た
。
　
「
正
始
之
奏
」
は
こ
れ
を

す
べ
て
正
満
一
二
周
す
な
わ
ち
満
三
鉦
を
限
度
と
す
る
考
課
の
原
則
に

統
一
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
三
年
以
下
も
三
年
以
上
も
す
べ

て
考
慮
に
い
れ
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
景
明
の
便
法
を
削
除
し
、
考

課
に
お
け
る
混
乱
と
不
平
を
除
去
す
る
挙
に
で
た
の
で
あ
る
。
正
始

悪
趣
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
に
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
景
明
の
考
格
は
正
始
の
奏
で
改
定
さ
れ
た
が
、
考
格
を
根
本
的
に

改
定
す
る
必
要
を
生
じ
た
の
は
正
始
四
年
の
汎
階
が
原
因
で
あ
っ
た
。

譲
位
八
・
世
宗
紀
正
始
四
年
九
月
巳
未
の
詔
に

　
　
　
其
以
内
司
空
高
魔
王
雍
4
為
昌
太
尉
崎
尚
書
令
団
七
董
嘉
。
磁
歪
司
空
4

　
　
欝
官
悉
進
二
位
一
級
4

　
と
あ
る
。
こ
れ
は
右
文
の
前
文
に
の
べ
て
あ
る
よ
う
に
、
宗
窒
の

親
や
列
司
の
功
臣
等
が
恩
賞
を
う
け
て
い
な
い
こ
と
が
理
由
と
な
っ

て
、
臨
時
の
恩
詔
に
よ
っ
て
百
官
の
位
を
一
難
に
昇
進
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
一
律
進
級
は
こ
れ
以
前
の
高
祖
・
世
宗
の
朝
に
は

例
が
な
い
。
し
か
し
今
後
は
粛
宗
の
延
昌
四
年
・
正
光
元
年
の
二
回

に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
生
壁
四
年
の
汎
階
は
こ
れ

ら
の
前
例
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
正
始
四
年
の
汎
階
は

臨
時
の
恩
詔
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
は
し
た
が
、
当
然
そ
．
の
必
要
に
迫

ら
れ
て
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
億
景
明
三
年
以
来
、
考
課
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②

は
行
な
わ
れ
て
も
艶
陽
は
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
正
始
四
年
は
考
課

の
当
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
然
考
課
と
馬
防
が
行
な
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
あ
た
っ
て
更
科
の
詔
が
宣
示

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
魏
書
二
一
上
・
高
陽
王
雍
伝
に

　
　
　
尋
嵩
正
始
之
格
浦
汎
後
任
事
上
中
者
。
三
年
升
昌
一
階
⑩
汎
前
任
慕
上

　
　
中
者
。
　
六
歴
外
垣
二
一
級
魂
　
一
二
如
†
一
考
。
自
レ
士
同
通
経
。
　
・
今
以
二
汎
晶
罰
六
年
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
昇
L
三
蔵
検
無
昌
憲
犯
圃
倍
レ
年
成
レ
級
。
以
レ
此
推
レ
之
。
無
品
レ
寒
鯛
レ

　
　
瀞
。
新
除
一
日
。
同
霜
＝
階
栄
4
下
第
之
人
。
因
レ
汎
上
防
。
上
覧
郷
士
。

　
　
由
レ
汎
流
勢
。

　
と
い
い
、
高
陽
王
雍
は
正
始
四
年
の
二
階
が
考
課
の
代
用
で
あ
る

と
断
蒼
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
に
よ
る
と
汎
階
を
考
課
に
代
用
せ
し

め
る
こ
と
は
考
課
の
名
あ
っ
て
実
が
な
く
、
下
思
の
治
績
の
あ
が
ら

な
い
も
の
と
上
里
の
良
吏
と
が
混
一
さ
れ
る
か
ら
、
下
第
の
も
の
が

得
を
し
落
第
の
も
の
が
損
を
す
る
結
果
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
右
に
い
う
と
こ
ろ
の
正
始
之
格
は
一
体
い
つ
成
立
し
た
の
か
と
い

う
と
、
正
始
は
四
年
末
ま
で
で
あ
り
、
正
始
之
格
は
汎
階
が
原
因
と

な
っ
て
成
立
し
た
考
格
な
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
こ
れ
は
正
始
四
年

九
月
日
未
の
阿
智
と
遅
蒔
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
郭
酢
は
延
昌
元
年
の
上
表
の
な
か
で

　
　
景
明
初
鷹
格
。
五
年
者
得
二
階
半
⑩
正
始
中
。
故
尚
書
中
肉
王
者
。

　
　
考
格
被
レ
旨
。
親
藩
丁
正
満
　
竃
岡
柵
遠
歩
限
。
不
レ
得
レ
計
＝
残
年
之
勤
④
又

　
　
去
年
中
。
以
前
二
制
不
レ
瞬
。
奏
請
畠
裁
決
4
旨
讐
。
黙
防
斜
体
。
自
依
昌

　
　
旧
来
之
恒
断
司
今
未
＝
審
下
膨
二
陰
欝
之
旨
4
為
レ
二
二
景
明
之
断
鵡
為
中
中
昌

　
　
正
始
一
為
∫
レ
旧
試
。
　
（
魏
堂
M
編
章
四
【
、
郭
酢
伝
）

　
と
の
べ
て
い
る
。
文
中
、
去
年
中
と
あ
る
の
は
永
平
四
年
で
、
今

と
は
そ
の
次
年
の
延
昌
元
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
平
四
年
一
置
月
壬

申
の
詔
に

　
　
　
正
始
二
年
以
来
子
レ
今
回
レ
考
。
功
過
難
レ
斉
。
寧
無
扁
昇
降
司
従
昌
景

　
　
明
二
年
4
至
二
永
平
四
年
⑩
通
レ
総
桐
聞
。

　
と
あ
る
も
の
に
こ
た
え
て
書
記
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
正
始

永
平
の
間
に
は
景
明
の
考
格
と
正
始
の
奏
と
の
軍
馬
が
混
在
し
て
通

考
作
成
の
支
障
と
な
る
の
で
、
そ
の
処
置
に
つ
い
て
の
決
裁
を
奏
請

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
世
宗
は
「
鰍
防
之
体
。
自
依
嘉

旧
来
之
即
断
ご
と
結
し
て
特
別
に
新
制
の
考
格
を
示
し
た
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
や
は
り
景
明
厳
格
と
正
始
聖
書
が
井
存
し
て
統
一
性
が

な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
不
思
議
な
の
は
郭
酢
の
上
表
に
「
正

始
之
格
」
と
い
う
も
の
が
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
始
之

格
が
正
始
四
年
の
汎
階
と
同
時
に
成
立
し
た
も
の
の
、
こ
の
時
点
に
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お
い
て
ぽ
ま
だ
照
顧
の
二
期
の
処
理
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
郭
酢
の
上
表
で
は
、
依
然
と

し
て
正
始
以
来
の
考
格
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
上
表

文
の
冒
頭
に

　
　
今
須
レ
定
畠
職
人
遷
転
凋
由
レ
状
超
　
越
階
級
一
者
。
即
下
致
黒
折
鴻

　
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
五
年
で
一
階
半
を
昇
進
す
る
も
の
と
満
三

年
で
一
階
を
昇
進
す
る
も
の
と
で
は
利
害
を
異
に
し
て
い
て
、
こ
れ

に
汎
階
の
進
級
を
も
趣
え
る
と
階
級
を
超
越
す
る
も
の
も
あ
っ
た
か

ら
、
郭
酢
は
「
須
く
量
折
す
べ
し
」
と
い
っ
て
弊
害
の
是
正
を
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
す
る
論
宗
の
詔
が
郭
論
題
に
の

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
壷
熊
蝉
漏
路
二
丁
唖
者
。
　
一
得
レ
汎
以
晶
腿
。
　
有
焦
ハ
年
以
上
詩
魂
二
一
階
4
　
三
年

　
　
以
上
、
遷
二
翫
十
階
謁
残
年
悉
臥
隊
レ
一
つ
。
　
轟
仕
漏
上
下
一
者
。
　
得
ジ
汎
以
晶
朋
。
　
六

　
　
年
以
土
。
遷
昌
半
階
4
不
レ
評
者
除
、
隠
蓑
レ
汎
以
後
。
碧
、
二
一
上
下
一
者
。

　
　
三
年
遷
五
階
魂

　
と
あ
る
。
こ
れ
は
延
愚
元
年
の
詔
で
あ
る
か
ら
「
延
昌
の
考
格
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
魏
隔
世
宗
紀
、
永
平
四
年
一
二
月
の
詔
に
は

「
空
話
罵
明
二
年
乱
騰
昌
永
平
四
年
酒
蔵
レ
考
以
聞
。
」
と
あ
り
、
景
明

以
来
の
通
考
作
成
の
趣
旨
か
ら
で
た
考
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に

実
施
さ
れ
た
汎
階
を
鶴
何
に
処
理
す
る
か
が
中
心
問
題
と
な
る
。
か

く
し
て
北
画
の
格
で
は
汎
階
以
前
と
以
後
と
を
分
け
、
汎
階
は
考
課

の
代
翔
で
あ
る
と
い
う
蓋
時
の
通
念
を
も
生
か
し
、
ま
た
郭
酢
の
問

題
と
し
て
い
る
景
明
の
格
と
正
始
の
奏
と
の
二
つ
の
考
格
の
問
題
を

も
解
決
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
延
員
の
格
と
正
始
の
格
と
を
比
較
す
る
と
、
の
正
始
の
格
は
汎
階

を
考
課
の
代
用
と
考
え
る
か
ら
、
正
始
四
年
以
前
の
考
課
を
実
施
し

な
か
っ
た
期
間
は
こ
れ
で
整
試
し
た
こ
と
と
な
り
、
正
始
四
年
以
後

の
来
る
べ
き
考
課
が
中
心
の
聞
題
と
な
っ
た
に
た
い
し
、
経
輪
の
格

で
は
景
明
二
年
以
来
の
通
考
を
作
成
す
る
こ
と
が
面
的
で
あ
っ
た
か

ら
汎
前
を
闘
題
の
中
心
と
し
た
。
⇔
前
者
の
直
前
の
規
定
は
任
事
官

で
上
中
第
の
も
の
は
六
年
で
一
級
を
進
め
る
と
あ
る
が
、
後
者
の
そ

れ
で
は
六
年
以
上
と
し
、
　
「
三
年
以
上
遷
宮
階
」
の
一
項
を
加
え
、

残
年
は
す
べ
て
考
を
除
く
と
規
定
し
た
。

　
か
く
し
て
延
晶
の
格
に
お
い
て
は
三
年
一
考
の
考
格
の
強
剛
を
つ

ら
ぬ
く
と
と
も
に
、
汎
階
の
一
階
を
考
慮
し
て
評
億
を
軽
く
し
た
の

で
あ
り
、
景
明
の
格
に
お
け
る
五
年
一
階
半
の
便
法
を
も
削
除
し
た
。

⇔
ま
た
汎
前
上
下
第
の
も
の
は
六
年
以
上
で
半
階
を
遷
す
と
の
一
項

を
加
え
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
六
年
未
満
の
も
の
は
考
を
除
く
こ
と
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と
し
て
年
数
の
便
宜
的
な
葉
蜂
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
㊨
汎
後
の

規
定
は
汎
階
を
え
て
の
ち
「
考
上
下
第
」
に
弱
る
も
の
は
三
年
一
階

を
遷
す
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
正
始
之
格
に
「
考
在
上
中
第
者
」

と
あ
る
の
を
と
っ
て
上
中
第
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
正

始
・
延
畠
の
格
を
通
じ
て
知
り
う
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
延
畠
の
格

に
は
正
始
の
格
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
郭
酢
の
上

表
の
問
題
点
を
と
り
あ
げ
て
こ
れ
を
処
理
し
た
こ
と
。
第
三
に
、
考

課
の
原
則
を
と
り
い
れ
て
新
し
い
規
定
を
た
て
た
こ
と
の
三
点
で
あ

る
。
こ
れ
は
考
格
が
正
始
之
格
か
ら
延
昌
之
格
へ
と
発
展
的
に
整
備

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
、
景
明
か
ら
延
昌
に
い
た

る
間
の
世
宗
朝
の
考
格
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
考

格
の
実
施
状
況
お
よ
び
こ
れ
に
付
随
す
る
諸
問
題
を
検
討
し
よ
う
。

二
　
景
明
の
考
課
糞
施
状
況
（
地
方
官
の
場
合
）

　
論
宗
時
代
に
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
考
格
に
関
す
る
種
女
の
問
題

が
あ
っ
た
が
、
官
僚
の
考
課
黙
陽
が
ど
の
程
度
行
な
わ
れ
た
か
に
つ

い
て
も
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
を
地
方
官
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る

と
、
景
明
二
年
は
世
宗
が
は
じ
め
て
親
政
し
、
と
く
に
地
方
政
治
の

振
粛
を
は
か
っ
て
諸
州
刺
史
の
考
課
を
実
施
し
た
年
で
あ
る
。
世
宗

は
こ
の
年
正
月
短
毛
に
太
鮮
魚
陽
王
禧
を
し
て
太
尉
を
転
せ
し
め
、

大
将
軍
広
陵
王
羽
を
司
徒
た
ら
し
め
た
。
そ
の
と
き
の
詔
に

　
　
　
（
前
略
）
今
始
覧
昌
政
務
縛
義
協
一
惟
新
鴻
思
レ
使
晶
四
方
風
下
率
㌘
善
。

　
　
下
下
分
二
遣
大
使
ゆ
黙
中
砂
幽
明
上
。

　
と
あ
る
。
大
使
は
臨
時
に
行
政
監
察
の
任
務
を
帯
び
た
も
の
で
あ

る
が
、
監
察
の
結
果
は
嶺
然
地
方
官
の
考
課
と
な
り
勲
陽
が
行
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
づ
い
て
一
二
月
辛
亥
に
は

　
　
　
諸
州
刺
史
。
不
レ
親
二
畏
毒
⑩
緩
　
於
督
察
而
郡
県
稽
遮
。
旬
日
之
間
。

　
　
縷
一
覧
決
。
滝
獄
久
訟
。
動
延
漏
時
序
4
百
姓
怨
墜
。
方
成
二
型
敏
縛
尚

　
　
鉱
害
下
腿
二
条
鋼
④
申
漏
下
四
方
④
令
柳
日
親
二
庶
事
浦
厳
勤
鉱
寸
宰
4
不
仁

　
　
得
二
限
循
…
寛
怠
麟
紘
以
。

　
と
あ
り
、
．
諸
州
が
政
治
を
台
心
っ
て
い
る
の
で
、
尚
書
は
規
定
を
四

方
に
明
達
し
て
刺
史
を
督
励
し
、
刺
史
は
守
宰
を
監
督
し
て
政
治
に

は
げ
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
月
壬
成
の
詔
に
は

　
　
　
治
尚
轟
受
書
浦
任
貴
　
応
事
4
州
府
佐
史
。
除
下
鞘
多
．
方
成
二
損
、
徹
而

　
　
無
レ
益
　
政
道
鱒
又
京
師
頁
司
。
寮
局
股
雑
。
宮
有
　
閑
長
者
4
心
内
昌
此

　
　
側
鴻
筍
非
レ
称
レ
要
。
悉
従
昌
闘
省
鴻

　
と
あ
り
、
地
方
で
は
州
府
の
佐
史
任
用
が
過
多
で
あ
り
、
ま
た
中

央
官
庁
で
は
部
局
が
繁
雑
で
無
用
の
宮
が
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も
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政
要
で
な
い
も
の
は
定
員
か
ら
削
除
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な
施
策
の
の
ち
に
、
六
月
丁
亥
諸
州
の
考
課
が
実
施
さ
れ
た
。

す
な
わ
心
り
門
六
月
丁
亥
。
考
ユ
諸
州
刺
史
叩
加
以
二
勲
陸
一
」
と
あ
る
。

　
世
宗
治
世
の
初
期
に
お
い
て
、
地
方
官
の
考
課
と
勲
防
に
は
二
つ

の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
一
は
臨
調
に
監
察
官
（
大
使
）
を
派
遣
し
て
行

な
う
も
の
で
あ
り
、
二
は
中
央
に
お
け
る
豆
州
刺
史
の
統
一
的
な
考

課
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
監
察
官
派
遣
の
内
容
か
ら
検
討
し
よ
う
。
前
述
し
た

景
明
二
年
の
大
使
は
四
方
に
巡
行
せ
し
め
た
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら

く
東
酒
爾
北
の
四
道
に
わ
け
て
大
使
を
派
遣
し
た
と
思
わ
れ
る
。
魏

書
四
四
・
薄
曇
宝
器
に

　
　
　
世
蕪
辞
。
遣
レ
七
巡
昌
行
四
方
岨
以
難
関
宝
4
持
節
兼
書
画
常
侍
龍
腰

　
　
将
軍
南
道
大
使
。

　
と
あ
る
も
の
が
そ
の
例
証
と
な
ろ
う
。
贈
答
八
六
・
閻
元
明
伝
に

は　
　
景
明
初
。
畿
内
大
使
董
凝
。
奏
講
標
異
。
詔
従
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
あ
り
、
畿
内
に
大
使
を
派
遣
し
て
い
る
。
走
書
世
宗
紀
正
始
二

年
（
五
〇
五
）
の
条
に
は

　
　
　
甲
子
詔
。
尚
書
李
崇
。
大
府
卿
予
忠
。
■
華
墨
常
侍
游
肇
。
諌
議
大
夫

　
　
郡
羨
・
崇
忠
。
使
持
節
並
兼
侍
中
。
羨
兼
昌
黄
門
⑩
倶
為
鳳
大
使
崎
糾
昌

　
　
断
外
州
畿
内
拍
其
守
令
熱
球
。
鳶
凧
彰
露
者
。
濫
漫
施
決
。
州
鎮
重
職
。

　
　
聴
レ
為
二
表
聞
謁

　
　
　
④

　
と
あ
る
。
さ
ら
に
同
年
七
月
甲
戌
の
詔
に
も

　
　
今
分
一
一
遣
大
使
瞳
子
・
方
巡
検
。
（
下
略
）

　
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
六
月
甲
子
と
七
月
甲
戊
の
二
回
に
わ
た
っ
て

大
使
を
分
遣
し
た
の
で
は
な
く
、
李
崇
・
干
忠
・
游
肇
・
郡
羨
の
四

人
の
大
使
に
重
ね
て
期
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
大
使
派
遣

の
内
意
は
旧
来
の
門
閥
勢
力
の
抑
制
と
中
央
集
権
の
徹
底
に
あ
っ
た

よ
う
で
、
正
始
二
年
四
月
駆
落
の
詔
に
よ
る
と

　
　
　
任
レ
賢
明
治
。
自
レ
昔
通
規
。
富
γ
風
蟹
レ
務
。
実
惟
多
士
。
蒲
中
正
断
レ

　
　
鍮
。
但
存
一
門
第
一
磯
部
葬
倫
。
伽
不
日
才
挙
配
転
四
二
英
徳
翠
7
昇
。
司

　
　
務
多
滞
。
不
γ
精
二
厭
選
圃
将
何
考
陽
。
八
座
可
二
審
議
浦
往
代
貫
士
之

　
　
方
。
擢
レ
賢
媒
体
。
必
令
昌
才
学
書
算
。
資
望
虚
誕
④

　
と
あ
り
、
同
年
六
月
己
丑
詔
に
は
、
先
朝
の
勲
阪
で
謎
勲
に
あ
い
、

旧
流
を
替
え
て
不
遇
に
お
か
れ
て
い
る
子
孫
は
「
随
聖
慮
授
」
す
べ

き
で
あ
る
と
詔
し
て
い
る
。
か
く
し
て
大
使
の
派
遣
は
貴
族
社
会
の

秩
序
を
た
て
て
政
治
を
刷
新
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
大
使
派
遣
と
官
僚
考
課
の
実
体
は
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、
刺
史
・
鎮
将
の
場
合
は
中
央
に
状
（
調
査
書
）
を
申
達
し
て

意
見
具
申
は
す
る
が
、
大
使
が
晦
接
に
断
決
す
る
こ
と
は
な
い
。
魏

書
三
一
・
干
忠
伝
に
は

　
　
　
刺
史
孟
春
。
蹴
罪
顕
愚
者
。
以
レ
状
串
聞
。
　
（
中
略
）
忠
劾
扁
井
養
田

　
　
史
高
聡
暖
房
二
百
余
勢
⑩
論
以
二
大
群
殉

　
と
あ
り
、
干
忠
は
井
州
刺
史
論
争
を
中
央
に
劾
奏
し
て
設
置
（
死

珊
）
に
当
る
と
論
じ
て
意
見
を
具
申
し
て
い
る
が
、
大
使
は
こ
れ
を

処
断
す
る
権
限
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
二
、
郡
守
県
令
と
そ
れ
以
下
の
官
吏
に
つ
い
て
は
、
能
否
を
明
ら

か
に
し
て
勲
－
陸
を
即
決
し
う
る
権
能
を
委
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二

点
は
北
魏
の
国
初
以
来
の
制
度
で
、
大
便
は
そ
の
対
象
が
刺
史
・
鎮

将
と
、
無
難
・
県
令
と
で
は
権
能
の
実
施
に
桐
違
が
あ
っ
た
。
大
使

派
遣
に
よ
る
考
課
の
実
体
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。

　
で
は
つ
ぎ
に
第
二
の
諸
州
刺
史
に
よ
る
中
央
の
統
一
的
考
課
に
つ

い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
臨
時
派
遣
の
大
使
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
常
制
の
考
課
で
あ
る
。
常
制
の
考
課
で
も
刺
史
と
守
令
と
は
区
別

し
て
取
扱
わ
れ
た
。
魏
書
四
上
・
世
祖
紀
、
世
祖
本
寺
元
年
（
四
三

五
）
の
詔
に
は

　
　
　
太
守
覆
昌
検
能
否
鴻
籔
轟
其
殿
最
岡
列
臨
繭
属
州
↓
剃
史
明
晶
考
優
劣
鴫

　
　
抑
引
退
姦
吏
の
升
扁
進
貞
良
4
歳
出
挙
昌
早
上
台
⑩

　
と
あ
る
。
郡
内
の
官
吏
は
「
太
守
が
能
吏
を
実
検
す
る
」
と
あ
る

か
ら
、
ま
ず
県
で
は
県
令
が
属
官
を
考
課
し
、
郡
で
は
太
守
が
自
郡

の
考
課
を
重
ね
て
検
閲
し
て
考
課
の
殿
最
を
籔
生
し
て
属
州
に
報
告

す
る
。
州
で
は
刺
史
が
こ
れ
を
ま
と
め
て
考
課
簿
を
尚
書
省
に
呈
出

す
る
の
で
あ
る
ゆ
魏
書
士
下
・
高
祖
記
、
太
和
一
九
年
の
考
格
で
は

　
　
　
十
月
壬
戌
。
詔
識
碗
州
牧
司
精
も
㎜
属
籍
⑩
考
昌
其
得
失
㊨
為
晶
三
等
之

　
　
科
4
以
聞
。
将
二
親
覧
蒲
升
降
一
毛
。

　
と
あ
り
、
州
内
官
僚
の
考
課
は
州
牧
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
し
て
い
る
が
、
郡
守
・
県
令
は
属
官
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
。

州
牧
の
責
任
に
お
い
て
州
内
の
属
官
を
考
課
し
て
三
等
に
品
塾
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

尚
書
省
に
報
告
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
報
告
で
あ
っ

て
考
諜
鰍
渉
の
決
定
権
は
中
央
に
在
り
、
五
晶
以
上
の
官
僚
は
天
子

が
直
接
に
、
以
下
の
そ
れ
は
勅
判
に
よ
っ
て
閣
接
に
天
子
の
専
権
に

帰
一
し
た
の
で
あ
る
。
地
方
寮
の
考
課
は
壁
書
二
一
上
・
広
陵
王
吟

醸
に

　
　
　
外
考
令
文
。
毎
歳
終
。
運
搬
列
鳳
牧
守
治
状
4
及
レ
至
昌
再
考
罹
患
昌
其

　
　
晶
第
⑩
以
彰
二
鱗
隣
④

　
と
あ
り
、
こ
れ
は
緩
和
一
八
年
の
考
格
で
あ
る
が
、
当
時
は
外
考
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令
と
内
考
令
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
、
地
方
官
の
考
課
は
一
括
し

て
外
考
と
称
さ
れ
た
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
刺
史
と
守
令
を
ふ

く
め
た
属
官
と
で
は
考
課
の
過
程
に
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
守
令
以

下
の
考
課
は
馬
騎
の
職
掌
で
あ
っ
た
か
ら
毎
歳
終
に
尚
書
省
に
呈
出
　
、

さ
れ
た
が
、
刺
史
の
考
課
は
中
央
の
所
管
事
項
で
あ
る
。
こ
れ
は
京

宮
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
臨
書
七
下
・
高
祖
墨
太
和
一
八
年

九
月
壬
申
朔
の
詔
に

　
　
各
泉
下
劇
震
考
　
其
優
劣
司
為
中
三
等
㌔

　
と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
官
庁
で
属
官
を
考
課
し
て
一
二
等
に
品
等
し

尚
書
省
に
塁
出
す
る
。
六
品
以
下
は
鹿
部
尚
書
が
再
審
し
て
勅
判
に

よ
り
、
五
品
以
上
は
天
子
が
公
卿
と
論
議
し
て
決
定
す
る
。
こ
の
形

式
は
高
祖
の
考
課
令
以
来
、
世
宗
・
歯
槽
に
か
け
て
一
貫
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
魏
書
一
九
中
・
任
城
王
事
伝
に
み
え
る
彼
の
上
表
に

　
　
　
臣
簸
惟
。
景
明
之
初
．
響
∵
「
黄
平
引
導
魂
内
外
準
官
。
三
経
口
考
課
⑩

　
　
逮
一
驚
愚
之
始
④
方
加
州
黙
防
崎
鷲
晶
以
上
。
引
昌
之
朝
堂
4
親
父
昌
聖
霊
刃

　
　
六
口
…
…
以
下
。
碧
山
一
二
勅
判
鴻

　
と
あ
る
も
の
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
鹿
部
尚
書
の
地
位
は

高
く
、
官
吏
の
任
用
を
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
限
は

強
大
で
あ
っ
た
。
魏
書
六
六
・
提
亮
伝
に
は
前
朝
の
中
正
制
の
行
な

わ
れ
た
と
き
と
現
在
の
北
魏
の
任
用
と
を
比
較
し
、
吏
蔀
撃
壌
の
権

能
を
の
べ
て

　
　
　
今
日
之
選
。
要
理
昌
尚
豊
浦
以
二
人
庶
男
浦
照
晶
察
天
下
』
劉
毅
醗
レ

　
　
云
。
一
吏
灘
両
郎
中
。
而
欲
レ
究
二
四
人
物
⑩
何
異
↑
以
レ
管
轄
レ
天
。
禰

　
　
求
中
其
博
上
篇
。

　
と
い
い
、
官
僚
支
配
の
中
継
機
関
と
し
て
の
尚
書
に
批
判
的
な
見

解
を
の
べ
て
い
る
が
、
批
判
の
雷
辞
で
あ
る
だ
け
に
当
代
の
実
体
を

表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
官
吏
の
任
免
権
が
中
央
に
集
中
さ
れ
て
い

た
か
ら
、
中
央
の
所
管
事
項
に
属
す
る
刺
史
の
考
課
は
中
央
の
政
治

に
左
右
さ
れ
て
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
燃
守
令
以
下
の

考
課
の
定
期
的
な
の
と
は
幾
分
様
絹
を
異
に
し
た
。
そ
の
具
体
側
と

し
て
世
宗
景
明
二
年
の
諸
州
刺
史
の
考
課
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

魏
書
五
七
・
崔
挺
伝
に
よ
る
と
、
彼
は
同
和
一
八
年
に

　
　
除
昌
昭
武
将
軍
光
州
刺
史
⑩
威
恩
並
著
。
風
化
大
行
。

　
と
あ
っ
て
、
光
州
刺
史
と
し
て
治
績
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
太

和
二
一
年
張
郵
が
巡
察
使
と
し
て
光
州
に
来
た
と
き
、
雛
挺
の
管
内

が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る
の
を
賛
嘆
し
て

　
　
擁
受
レ
使
省
レ
方
。
採
　
察
謡
訟
4
入
レ
境
野
レ
政
。
実
塊
昌
清
書
異
名
⑩

　
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
刺
史
の
考
課
も
な
く
、
崔
挺
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の
進
級
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
世
宗
が
即
位
し
、
羅
挺
は
累
表

し
て
辞
任
を
願
い
三
明
初
年
に
帰
京
し
た
。
光
州
刺
史
と
し
て
在
任

す
る
こ
と
七
年
の
久
し
き
に
わ
た
り
、
彼
の
帰
還
に
さ
い
し
て
治
下

の
老
幼
は
涕
泣
し
鎌
酪
を
贈
っ
た
が
一
物
も
受
納
し
な
か
っ
た
。
そ

の
善
政
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
間
一
度
も
考
課
の

記
事
は
見
当
ら
ず
、
進
級
昇
叙
の
事
実
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
太

和
一
八
年
に
考
課
が
実
施
さ
れ
て
以
来
、
景
明
二
年
ま
で
諸
州
刺
史

の
考
課
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
七
年
間
治
績
顕

著
で
あ
っ
力
崔
挺
に
考
課
昇
叙
の
事
実
が
な
い
こ
と
と
、
思
立
に
こ

の
間
に
お
4
6
け
る
諸
州
刺
史
の
考
課
の
記
録
が
見
当
ら
な
い
事
実
と
は

一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
次
の
事
実
に
よ
っ
て
も
裏
書
き
さ

れ
る
。
魏
書
崔
挺
伝
に
は
、
司
徒
録
尚
書
事
北
海
王
詳
が
崔
挺
を
招

い
て
周
罵
に
し
ょ
う
と
し
た
が
、
固
辞
し
て
う
け
な
か
っ
た
こ
と
を

の
べ
た
の
ち
に

　
　
詳
田
。
羅
光
州
。
翠
蔓
国
母
漏
舶
授
4
宜
投
昌
一
牒
⑩
当
レ
為
二
申
請
凋

　
と
い
い
、
北
海
王
詳
が
欝
血
に
考
課
昇
叙
の
な
か
っ
た
事
実
を
指

摘
し
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
官
を
求
む
べ
き
こ
と
を
う
な
が
し
て
い
る
。

し
か
し
羅
挺
は
猟
官
の
恥
ず
べ
き
こ
と
を
の
べ
て
辞
退
し
、
か
く
し

て
北
海
王
は
彼
を
引
い
て
司
馬
に
し
た
と
い
う
。
北
海
王
詳
が
録
尚

書
事
と
な
っ
た
の
は
魏
書
影
・
世
宗
紀
に
よ
る
と
景
明
二
年
正
月
の

こ
と
で
あ
り
、
司
徒
を
領
し
た
の
は
一
一
月
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

右
の
記
事
は
お
そ
ら
く
景
明
二
年
六
月
の
刺
史
考
課
に
関
連
し
た
事

項
で
あ
ろ
う
。
要
点
は
か
く
し
て
昭
武
将
軍
光
州
刺
史
か
ら
北
海
王

祥
の
司
馬
に
昇
叙
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
刻
彫
二
三
年
の
官
紀
令
で

は
昭
武
将
軍
は
正
四
蔽
下
階
で
あ
り
、
刺
史
と
し
て
は
三
州
の
位
置

で
あ
る
。
光
州
は
お
そ
ら
く
下
州
で
あ
っ
た
ろ
う
。
北
海
王
詳
は
当

時
大
将
軍
（
正
…
昂
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
　
そ
の
司
馬
は
官
県
令
で
は

二
大
二
公
の
司
馬
で
正
四
吊
上
階
の
黒
頭
で
あ
る
。
中
央
官
で
半
階

の
進
級
で
あ
る
か
ら
、
羅
挺
は
当
然
こ
の
と
き
ま
で
考
課
を
う
け
て

い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

三
　
汎
階
と
通
考
に
付
随
す
る
諸
問
題

　
　
　
｛
り
　
正
始
汎
階
実
施
の
範
囲

　
　
　
（

　
魏
書
七
八
・
張
普
恵
伝
の
考
証
に
関
す
る
上
奏
の
一
節
に

　
　
汎
剛
宜
レ
搏
。
請
遠
遵
属
正
始
元
旨
の
近
準
二
聖
明
二
汎
④
内
外
百
窟
。

　
　
悉
同
　
一
階
④

　
と
の
べ
、
汎
階
は
す
べ
て
の
官
僚
に
あ
ま
ね
く
及
ぼ
す
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
　
「
聖
明
二
汎
」
と
は
粛
宗
の
黒
陶
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阻
年
と
正
光
元
年
の
最
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
内
外
百
官
こ
と
ご

と
く
一
階
を
え
た
の
で
あ
る
が
、
孟
宗
朝
の
正
始
四
年
の
汎
階
は
す

べ
て
の
官
僚
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
。
次
に
こ
の
こ
と
を
検
討
し
ょ

、
つ
Q

　
正
始
の
汎
階
は
中
央
官
は
も
ち
ろ
ん
地
方
官
に
も
及
び
は
し
た
が
、

し
か
し
一
般
刺
史
・
郡
守
・
県
傘
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
魏
書
一
九

中
・
任
城
王
二
重
に

　
　
　
初
正
始
管
槍
。
詔
嵩
百
司
鴻
普
昇
［
二
級
碧
醗
執
事
者
。
不
・
達
琶
口
意
4

　
　
刺
史
等
令
。
限
而
不
レ
及
。
澄
奏
日
。
継
惟
。
雲
構
諺
起
。
沢
及
晶
百
司
司

　
　
企
春
塗
栄
。
内
外
隅
慶
。
至
ユ
出
費
隣
司
不
レ
及
　
守
宰
4
爾
来
十
年
。

　
　
冤
訟
不
レ
絶
。

　
と
あ
る
。
正
始
四
年
の
汎
階
か
ら
一
〇
年
後
は
粛
宗
の
煕
平
二
年

で
粛
宗
朝
の
初
期
に
あ
た
る
。
倉
町
の
処
鷺
が
不
公
平
な
た
め
に
、

地
方
官
の
不
満
が
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
で
は
そ
の
具
体
的

内
容
は
ど
う
な
の
か
。
任
城
王
の
上
奏
の
続
文
に
は

　
　
　
封
回
。
自
二
鎮
遠
・
安
州
司
入
為
轟
轟
尉
長
史
一
。
元
睡
。
自
二
征
虜
・

　
　
慣
歴
覧
入
作
二
宗
卿
而
二
人
遷
授
。
並
在
目
先
詔
⑩
応
蒙
之
理
。
備
在
昌

　
　
於
期
4

　
と
あ
り
、
封
回
と
元
医
と
は
先
詔
す
な
わ
ち
世
宗
の
詔
で
特
別
に

京
官
に
抜
擢
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
こ
れ
は
さ
ぎ
の
引
文
に

「
初
正
始
之
末
。
詔
二
百
司
一
。
欝
欝
二
一
級
一
（
中
略
）
刺
史
守
令
。
限

而
不
レ
及
。
」
と
あ
り
、
刺
史
に
は
汎
階
の
恩
沢
が
及
ば
な
か
っ
た
が
、

こ
の
二
人
だ
け
は
特
殊
例
で
あ
る
。
魏
書
三
二
・
封
圏
伝
に
は

　
　
尋
除
嘉
鎮
遠
将
軍
・
安
州
刺
史
司
…
…
徴
為
二
太
単
組
縦
隔

　
と
あ
り
、
魏
轡
一
九
上
・
広
平
王
匡
伝
に
は

　
　
遷
二
慣
州
刺
史
一
…
…
徴
為
昌
太
宗
正
卿
。
河
南
邑
中
正
鴻

　
と
み
え
る
。
封
回
は
正
四
品
下
の
鼻
繋
将
軍
か
ら
正
四
昴
上
階
を

超
え
て
従
三
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
一
階
の
昇
進
で
あ
る
。
元

匿
は
従
三
赫
の
征
虜
将
軍
か
ら
正
三
品
の
大
宗
正
卿
と
な
っ
た
の
で

あ
り
、
や
は
り
一
階
の
昇
進
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
天
趣
の
特
徴
に

よ
っ
て
諸
官
と
な
り
汎
階
の
恩
典
に
浴
し
た
の
で
あ
る
が
、
他
の
刺

史
は
こ
の
恩
典
に
は
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
任
城
王
難
は
既

往
の
汎
階
を
公
平
に
実
施
し
て
刺
史
守
令
の
間
に
謬
摂
す
る
不
満
を

解
消
し
よ
う
と
し
て
意
見
を
具
申
し
、
右
上
奏
の
続
文
に

　
　
今
計
刺
史
守
宰
之
宮
。
請
準
　
勲
章
⑩
悉
同
一
…
二
階
魂

　
と
の
べ
て
い
る
。
正
始
の
汎
階
で
は
右
の
よ
う
に
刺
史
が
除
外
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
任
城
王
澄
の
上
奏
文
中
に

　
　
　
兼
州
佐
停
私
蓄
徒
。
陪
竃
郡
亟
醒
酔
。
藁
筆
漏
天
沢
下
降
⑩
栄
及
二
当
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蒋
鴻
然
参
佐
之
来
。
皆
因
二
府
主
鴻
今
府
無
煙
レ
需
。
佐
官
独
預
。
棄
・

　
　
本
賞
レ
末
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
麿
主
す
な
わ
ち
刺
史
が
汎
階
の
恩
典
を
受
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
な
い
の
に
、
そ
の
部
下
の
州
佐
・
郡
丞
は
恩
典
に
浴
し
て
い
る
。

当
時
州
の
佐
史
に
は
中
央
任
命
の
も
の
と
府
主
の
辟
召
に
よ
る
も
の

と
が
あ
っ
た
が
、
右
文
に
「
参
佐
飛
来
。
皆
因
府
主
。
」
と
い
う
の

は
辟
召
欄
の
属
官
の
み
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
く
、
刺
史
あ
っ
て
属

官
も
あ
り
う
る
と
し
て
、
そ
の
統
属
関
係
を
し
め
し
、
本
を
棄
て
て

末
を
賞
す
る
こ
と
の
非
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
魏
魏
の
佐
史
や
郡

丞
の
構
成
と
官
軍
と
は
魏
書
官
氏
譜
の
講
和
二
三
年
職
員
令
に
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
階
轡
二
七
・
百
官
志
に

　
　
後
止
男
官
。
多
循
二
後
魏
岨

　
と
あ
っ
て
、
北
斎
は
後
魏
の
官
制
を
実
施
し
た
こ
と
を
の
べ
て
い

る
の
で
、
北
斎
の
官
晶
令
に
よ
っ
て
み
る
と
、
郡
丞
は
上
郡
正
六
晶

下
、
中
郡
正
七
晶
下
、
下
郡
正
八
晶
下
で
あ
り
、
州
佐
里
も
す
べ
て

流
内
官
で
あ
る
。
か
く
し
て
正
始
の
汎
階
に
は
地
方
宮
で
は
刺
史
・

守
令
の
長
官
を
除
い
て
、
属
官
の
流
内
官
が
そ
の
恩
典
に
浴
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
属
官
だ
け
が
恩
典
を
う
け
長
官
が
こ
れ
か
ら
除

外
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

　
そ
の
理
由
の
第
一
は
楽
書
八
・
世
宗
紀
の
巻
頭
に
は
太
和
二
三
年

高
祖
が
崩
じ
て
世
宗
の
即
位
し
た
こ
と
を
の
べ
、
こ
の
年
の
こ
と
と

し
て

　
　
　
六
月
乙
3
5
。
分
圧
遣
侍
臣
⑩
巡
漏
行
郡
圏
一
問
嵩
民
望
蕾
一
考
昌
察
守
令
4

　
　
黙
三
隣
幽
明
鱒

　
と
記
し
、
つ
い
で
景
明
二
年
正
月
壬
戌
の
詔
に

　
　
可
↑
分
昌
遣
大
使
4
壷
中
陽
幽
明
上
。

　
と
あ
り
、
同
年
六
月
丁
亥
に

　
　
考
二
諸
州
刺
史
の
加
以
　
黙
防
4

　
と
あ
る
。
正
始
之
格
の
規
定
に
よ
る
と
「
汎
前
上
中
老
。
六
年
進

一
級
。
」
と
あ
り
、
延
昌
の
考
格
で
は
「
六
年
以
上
」
と
あ
る
。
正
始

四
年
（
五
〇
七
）
の
汎
階
以
前
六
年
以
上
と
い
え
ば
景
明
二
年
（
五
〇

一
）
の
諸
州
刺
史
の
考
課
黙
陽
は
そ
の
年
内
に
ふ
く
ま
れ
る
し
、
世

宗
即
位
当
初
（
四
九
九
）
の
守
令
の
鰍
防
も
ふ
く
ま
れ
る
。
　
景
明
の

格
で
は
五
年
の
も
の
は
一
階
半
を
え
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
汎
階
を

加
え
る
と
な
る
と
刺
史
守
令
が
格
別
有
利
と
な
っ
て
、
世
宗
即
位
以

来
進
級
の
な
い
他
の
官
僚
と
著
し
い
差
違
が
で
き
る
。
だ
か
ら
刺
史

守
令
は
汎
階
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
の
第
二
は
守
令
の
任
期
は
六
年
で
、
限
満
の
の
ち
さ
ら
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に
六
年
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
一
階
の
罫
進
が
え
ら
れ
る
規
定
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
世
態
即
位
惑
初
に
守
令
の
勲
防
が
あ
っ
て
か
ら

九
年
回
の
正
始
四
年
に
、
汎
階
に
よ
っ
て
一
階
を
昇
進
す
る
こ
と
に

な
る
と
守
令
の
地
位
を
破
格
に
高
め
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
町
制
を

崩
す
こ
と
と
も
な
る
。
粛
宗
期
に
お
い
て
動
転
に
伴
う
不
公
平
を
論

じ
た
任
城
王
学
・
趙
普
恵
の
二
人
が
、
刺
史
守
令
に
汎
階
の
お
よ
ば

な
か
っ
た
事
実
と
そ
の
善
処
を
説
き
な
が
ら
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
伏
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
世
宗
即
位
以
後
、
刺
史
発
令
に
考
課
勲
防
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
、

こ
れ
ら
の
も
の
を
汎
階
か
ら
除
外
し
た
理
由
だ
と
す
る
と
、
正
始
四

年
以
前
に
は
県
官
を
ふ
く
め
た
百
官
へ
の
考
課
は
行
な
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
話
の
筋
が
通
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
正
始
四
年
の
公
証
の
認
に
、
‘
即
位
以

来
「
履
年
将
紀
」
と
あ
り
、
そ
の
間
に
「
列
司
英
彦
。
三
思
未
設
。
」

と
あ
り
、
諸
司
の
官
僚
の
論
功
行
賞
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
旨
が
の

べ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
悪
書
世
宗
紀
に
は
考
課
の
当
年
で
あ
る
景

明
元
年
に
も
二
年
に
も
、
そ
れ
以
後
正
始
四
年
に
い
た
る
ま
で
百
官

考
課
の
記
事
は
み
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
汎
階
の
さ
い
に
は
京
官
が

優
先
的
に
そ
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
封
回
・
元
窪
の

一一

h
史
も
、
徴
さ
れ
て
京
官
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
汎
階
の
恩
典

を
蒙
っ
た
の
で
あ
り
、
刺
史
の
ま
ま
で
は
除
外
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た
。
以
上
に
よ
っ
て
正
始
の
汎
階
は
地
方
長
官
の
刺
更
・
守
令
を
除

外
し
た
百
官
（
京
官
お
よ
び
地
方
の
属
宵
）
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
さ
き
に
地
方
属
官
に
つ
い
て
の
べ
た
さ
い
、
流
内
官
で
あ

る
こ
と
を
付
言
し
て
お
い
た
。
そ
こ
で
無
官
の
場
合
に
お
い
て
は
、

流
送
と
流
外
と
の
区
別
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。

魏
書
二
一
上
・
高
陽
黒
黒
伝
の
、
彼
が
正
始
之
格
を
論
じ
た
一
節
に

　
　
　
臣
又
見
昌
部
桜
鱒
資
晶
本
居
二
汎
外
司
刊
撫
嘱
明
令
4
行
レ
之
磁
心
。
然

　
　
近
為
二
里
巷
多
盗
④
以
二
熟
考
軽
愚
》
粛
。
欲
下
穿
篇
其
品
清
流
一
洗
圧
中
姦

　
　
完
淵
。

　
と
あ
り
、
右
に
よ
る
と
部
尉
の
資
口
㎎
は
汎
階
適
用
の
範
囲
外
に
お

か
れ
、
こ
の
こ
と
は
令
に
明
記
さ
れ
て
久
し
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
洛
陽
の
里
巷
に
は
盗
賊
が
多
い
が
部
尉
の
結
晶
が
低
い
た
め

に
、
そ
の
威
力
が
軽
く
て
治
安
保
持
上
に
支
障
が
あ
る
か
ら
部
尉
の

資
晶
を
清
流
に
進
め
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
い
で
に
部

尉
と
そ
の
耳
管
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
罫
書
六
八
・
色
環
伝
に
は

「
洛
陽
城
内
諸
坊
の
治
安
を
維
持
す
る
も
の
は
六
部
里
尉
・
荷
船
尉
・
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心
学
な
ど
の
諸
職
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
京
邑
の
粛
清
に
は
重

要
な
職
務
で
あ
る
が
、
そ
の
人
を
得
て
い
な
い
。
一
方
、
辺
外
の
小

県
は
一
〇
〇
戸
を
管
轄
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
曹
長
は
み
な
将
軍
職

を
兼
任
し
て
権
威
が
重
い
。
こ
れ
に
た
い
し
京
呼
声
坊
の
大
き
い
も

の
は
一
五
〇
〇
戸
を
か
か
え
、
そ
の
住
民
は
王
公
・
百
官
・
貴
族
の

姻
戚
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
地
方
の
挾
客
が
蔭
に
貴
族
と
結
ん
で
私
党

を
た
て
て
い
る
。
京
邑
諸
坊
と
辺
外
小
県
と
の
統
治
の
難
易
に
は
格

段
の
差
が
あ
る
の
に
、
治
安
担
当
者
の
権
威
は
京
邑
に
軽
く
辺
県
に

重
い
。
か
く
し
て
京
曇
の
秩
序
を
保
つ
た
め
先
朝
の
品
令
を
改
め
、

武
官
の
八
鍮
将
軍
以
外
で
幹
用
器
済
の
も
の
に
里
尉
の
任
を
領
せ
し

め
る
。
資
編
の
高
い
も
の
は
六
部
尉
と
し
、
中
の
も
の
は
経
畜
類
、

下
の
も
の
は
里
正
と
す
る
。
こ
れ
が
で
き
な
い
場
含
は
里
尉
の
陥
を

少
々
高
く
し
て
、
下
品
中
の
昇
進
を
ひ
か
え
た
も
の
を
抜
擢
し
て
品

を
進
め
て
部
尉
に
任
用
す
る
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
強
調

し
て
い
る
。
前
掲
し
た
高
陽
王
雍
の
「
部
尉
の
痛
を
清
流
に
進
む
べ

し
」
と
の
上
表
は
右
の
頸
環
の
意
見
を
支
持
し
た
主
張
で
あ
る
。
こ

れ
に
た
い
す
る
世
宗
の
詔
は
魏
書
頚
深
伝
に
あ
り

　
　
　
墨
明
正
可
ゴ
進
至
昌
動
貧
叩
4
経
黙
従
九
欝
悶
。
　
六
部
尉
正
九
瓢
糊
。
諸
職
中
儒
潤

　
　
取
。
何
必
須
昌
武
人
一
也
。

　
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
高
陽
王
雍
の
上
表
に
従
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
里
門
は
元
来
流
外
官
で
あ
る
こ
と
は
歎
環
石
に

　
　
里
正
乃
饗
膳
四
品
噂
職
軽
任
砕
。
多
是
．
下
才
人
。

　
と
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
る
。
右
の
世
宗
の
詔
に
よ
る
と

里
正
を
勲
晶
に
昇
格
せ
し
め
る
と
あ
る
か
ら
、
一
挙
に
四
階
級
の
上

昇
で
あ
る
。
こ
の
昇
率
が
他
に
も
適
用
さ
れ
だ
と
す
る
と
経
急
熱
は

流
外
三
品
で
あ
り
、
六
部
尉
は
流
外
二
擶
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

部
尉
の
資
晶
が
法
外
で
あ
っ
た
こ
と
は
高
陽
王
雍
が
「
資
品
本
居
帳

外
」
と
い
い
「
欲
進
品
清
流
」
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
世
宗
正
始
四
年
、
汎
階
実
施
の
縁
懸
は
京
密
・

地
方
官
を
通
じ
て
流
内
官
に
限
ら
れ
た
が
、
地
方
官
の
う
ち
刺
史
・

守
令
の
地
方
長
官
だ
け
は
特
別
の
場
含
以
外
は
除
外
さ
れ
た
も
の
，
で

あ
る
と
結
論
で
き
る
。

　
　
　
　
幻
　
通
考
の
実
施
と
そ
の
批
判

　
　
　
　
（

　
　
　
　
イ
峯
鴻
の
批
判
論

　
通
考
に
関
す
る
詔
が
で
た
の
は
永
平
四
年
一
二
月
で
、
七
里
八
・

世
宗
紀
に

　
　
　
正
始
二
年
以
来
干
レ
今
未
レ
考
。
功
過
難
・
斉
。
寧
無
熟
升
降
⑩
従
篇
景

　
　
朔
二
年
4
至
モ
氷
平
四
年
4
通
レ
考
以
瀕
。
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と
み
え
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
郭
酢
の
上
表
が
な
さ
れ
、
こ
の
上

表
に
答
え
て
世
宗
の
詔
が
だ
さ
れ
風
樹
の
処
置
が
明
示
さ
れ
た
。
こ

れ
は
延
贔
元
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
延
昌
之
格
」
と
名
づ
け
る
。

以
上
は
第
一
節
に
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
通
考
に
は
高
祖

の
遺
制
で
あ
る
「
三
年
一
考
。
考
即
黙
陽
」
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
景
明
三
年
（
五
〇
二
）
か
ら
永
平
園
年
（
五
＝
）
の

一
〇
年
間
に
、
考
課
が
三
回
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
考
課
に
は

明
確
な
資
料
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
魏
書
｝
九
三
・
任
城
王
薬
食
に

は　
　
　
御
史
中
尉
東
平
王
匡
奏
。
請
二
取
景
明
元
年
以
来
。
内
外
考
簿
・
吏
灘

　
　
除
書
・
中
黒
発
案
・
拝
諸
殿
最
⑩
二
三
以
案
晶
校
了
階
盗
官
二
人
⑩

　
と
あ
り
、
考
課
に
関
す
る
資
料
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奏

請
を
資
治
通
鑑
一
四
八
・
梁
紀
で
は
天
監
一
六
年
町
君
に
繋
げ
て
い

る
か
ら
粛
宗
照
平
二
年
（
五
～
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て

こ
れ
よ
り
も
以
前
に
行
な
わ
れ
た
通
考
に
資
料
が
存
在
し
た
こ
と
は
、

確
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
延
昌
元
年
の
通
考
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
が

検
討
さ
れ
考
課
に
作
用
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
官
階
の
昇
降
勲
陽

に
十
分
活
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

通
考
の
翌
年
、
羅
鴻
の
た
て
ま
つ
っ
た
建
議
が
窺
書
六
七
・
測
光
附

伝
に
み
え
、
そ
の
な
か
に
「
籍
か
に
惟
う
に
王
者
は
官
の
た
め
に
才

を
求
め
、
人
を
使
う
に
器
を
以
て
し
、
幽
明
を
灘
陸
し
、
清
き
を
揚
げ

濁
れ
る
を
激
す
る
。
故
に
績
効
の
能
官
で
才
か
な
ら
ず
位
に
称
う
考

は
、
朝
に
昇
進
し
夕
に
進
級
し
て
年
歳
に
数
遷
す
る
。
量
一
階
下
級

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ

に
拘
わ
っ
て
百
寮
を
間
ぎ
、
位
を
等
し
く
す
る
者
な
ら
ん
や
。
　
（
中

略
）
景
明
以
来
、
考
格
は
三
年
に
一
考
を
成
し
、
一
考
一
階
を
転
ず
。

貴
賎
内
外
万
有
余
人
、
犯
罪
に
非
ざ
る
よ
り
は
賢
愚
を
問
わ
ず
上
中

な
ら
ざ
る
は
排
し
。
才
と
不
肖
と
比
肩
岡
転
す
。
　
（
中
略
）
選
曹
も

亦
抑
え
て
一
業
と
な
し
、
曾
っ
て
頸
別
し
な
い
。
琴
鑑
不
調
な
ら
ば

改
め
て
更
張
す
べ
し
。
黒
甜
已
に
行
わ
る
と
難
も
猶
お
宜
し
く
消
恩

す
べ
し
。
」
と
あ
り
、
世
宗
は
こ
の
意
見
を
容
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

右
の
建
議
の
前
文
に
は

　
　
延
愚
二
年
。
将
レ
大
晶
考
百
寮
⑩
以
考
下
灘
於
昌
体
例
　
不
吾
通
。
乃
建
議
田
。

　
と
あ
り
、
建
議
文
の
の
ち
に

　
　
三
年
。
鴻
以
漏
父
憂
⑩
解
レ
任
。

　
と
あ
る
か
ら
、
延
板
元
年
の
通
考
決
定
に
た
い
す
る
批
判
論
と
し

て
提
串
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
翌
春
昌
三
年
に
行
な
わ
れ
る
大
考
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
修
正
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
心
徴
に
「
考
令
、
体
例
に
総

て
通
ぜ
ず
」
と
あ
る
の
は
、
考
課
の
本
質
論
に
立
脚
し
て
世
宗
の
考

66　（546＞



；iヒ魏1廷饗で1ε！（鐸亀髄～二ご露）誉ラ講iと羅雪格（藁黎海・ド聾番彗幽〉

課
の
弊
害
を
指
摘
し
、
そ
の
修
正
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
王
者
の
官
吏
任
用
は
才
能
本
位
で
あ
り
、
考
課
は
実

績
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
能
力
が
あ
り
実
績

の
顕
著
な
も
の
は
、
数
歳
の
う
ち
に
公
卿
に
い
た
る
こ
と
も
あ
っ
て

よ
い
の
で
あ
り
、
両
漢
以
降
・
太
和
以
前
に
は
こ
の
よ
う
な
実
例
も

存
在
し
た
。
と
こ
ろ
が
世
宗
の
「
通
考
」
で
は
景
明
以
来
、
考
課
は

三
年
に
一
考
で
、
羅
、
5
に
一
階
を
昇
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

⑧る
。
か
く
し
て
貴
賎
内
外
万
有
余
人
の
官
吏
の
考
課
が
犯
罪
者
で
な

い
か
ぎ
り
、
み
な
一
様
に
「
上
中
」
第
と
さ
れ
て
賢
不
肖
の
区
別
な

し
に
一
階
を
昇
進
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
批
判
し
、
考
課
は

考
格
に
定
め
ら
れ
た
と
お
り
の
優
劣
品
第
に
よ
っ
て
上
下
さ
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
す
べ
て
が
上
中
第
と
い
う
こ
と
で
は
考
課
の
意
義
が
失

な
わ
れ
、
た
だ
勤
務
年
数
が
基
本
的
条
件
と
な
り
、
犯
罪
者
で
な
い

か
ぎ
り
は
優
劣
を
闘
わ
ず
昇
進
す
る
こ
と
と
な
る
。
園
初
以
来
こ
の

よ
う
な
考
課
の
在
り
か
た
は
な
く
、
こ
と
に
官
僚
制
を
整
理
し
た
高

祖
孝
文
帝
の
考
課
は
厳
重
で
、
王
族
・
貴
顕
・
高
官
と
い
え
ど
も
容

赦
せ
ず
轍
期
し
た
。
と
こ
ろ
が
世
宗
朝
に
お
い
て
は
考
課
黙
防
は
延

期
の
ま
ま
に
停
滞
し
そ
の
体
例
を
失
な
っ
た
。
こ
れ
は
罷
鴻
が

　
　
選
曹
亦
贈
賄
昌
一
離
島
不
轟
山
脚
別
の

　
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
尚
書
史
部
曹
が
考
課
の
厳
重
な
実
施
に

熱
意
を
欠
い
て
い
た
。
熔
接
の
こ
の
よ
う
な
態
度
ぽ
一
時
的
な
も
の

で
は
な
く
、
久
し
く
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
景
明
以
来
考
課
を
実

施
し
な
か
っ
た
事
実
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
通
考
の

三
園
に
お
い
て
、
当
局
者
に
考
課
の
熱
意
を
失
な
わ
し
め
た
も
っ
と

も
大
き
い
要
因
は
正
始
の
汎
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
三
王
雍
の
言
に

よ
る
と
考
課
の
代
用
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
汎
階
に
関

連
し
て
成
立
し
た
正
始
之
格
で
は
、
漫
罵
の
人
が
汎
階
に
よ
っ
て
上

昇
し
、
上
第
の
人
は
そ
の
功
を
無
視
さ
れ
て
、
か
え
っ
て
退
歩
す
る

と
い
う
結
果
を
生
じ
た
。
郭
柞
は

　
　
　
今
須
塩
疋
品
職
人
遷
転
4
由
レ
状
超
晶
越
階
級
一
者
。
面
隠
覧
四
折
魂

　
と
の
べ
て
階
級
を
超
越
す
る
も
の
は
量
折
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

能
力
主
義
を
強
調
し
悪
平
等
を
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
は
勤
務
年
数
優
先
の
形
式
的
考

課
に
流
れ
る
傾
向
の
強
か
っ
た
の
が
世
宗
朝
の
嘗
僚
運
営
で
あ
る
。

　
　
　
　
セ
ウ

　
　
　
　
覆
通
考
実
施
の
対
象

　
　
　
　
（

　
A
、
流
網
・
流
外
　
飾
石
に
お
い
て
世
宗
正
始
四
年
の
汎
階
が
京

官
お
よ
び
刺
史
守
令
を
除
く
地
方
官
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、

こ
れ
は
す
べ
て
流
内
官
の
み
に
限
ら
れ
、
流
外
窟
は
汎
階
の
対
象
と
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な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
の
べ
た
が
、
崔
鴻
は
延
島
元
年
の
通
言
に
た

い
す
る
建
議
の
な
か
で

　
　
　
景
萌
以
来
考
格
。
三
年
成
血
考
4
一
考
転
二
一
階
圃
貴
賎
内
外
。
万

　
　
有
余
人
。
自
レ
非
属
犯
罪
謁
不
レ
問
＝
賢
愚
⑩
莫
レ
不
二
上
中
4

　
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
貴
賎
内
外
。
万
有
余
人
。
」
に
ふ

く
ま
れ
る
官
吏
の
内
容
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
通
江
三
八
・
職
官
二

〇
・
秩
品
三
・
後
魏
百
官
条
の
二
身
の
後
記
に

　
　
　
右
内
外
文
武
官
。
七
千
七
省
六
十
四
人
。
　
（
二
千
三
百
七
十
一
人
置
。

　
　
五
千
三
百
九
十
三
人
外
。
州
刺
史
郡
太
守
県
令
長
等
。
）
内
文
学
学
生
三
千
入
。

　
　
都
計
内
外
官
民
学
生
。
一
万
七
百
六
十
四
入
。
其
京
城
諸
司
傘
史
。
及

　
　
諸
色
職
掌
人
。
及
外
州
郡
県
属
官
。
井
諸
色
職
掌
人
等
。
詳
記
レ
詳
。

　
　
命
数
亦
未
レ
詳
。

　
と
あ
る
。
盛
典
の
官
制
は
太
和
二
三
年
の
も
の
で
、
世
宗
が
は
じ

め
て
君
津
し
て
区
区
と
し
た
官
制
で
あ
る
か
ら
、
難
読
の
挙
げ
る
数

々
す
の
対
象
と
な
る
官
制
で
あ
る
。
杜
佑
は
内
外
文
武
官
七
干
七
百
六

十
四
人
と
箕
捜
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は

　
内
宮
（
中
央
の
文
武
官
）
　
　
二
、
三
七
一
人

　
外
宮
（
刺
史
太
守
等
）
、
　
　
五
、
三
九
三
入

　
と
あ
る
か
中
央
地
方
と
も
に
文
武
官
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属

官
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
通
典
一
九
・
職
官
一
・
歴
代

官
制
要
略
の
官
数
の
条
に
よ
っ
て
後
魏
～
唐
の
官
員
数
の
変
遷
を
み

る
と
、
次
表
に
し
め
す
と
お
り
で
あ
る
。
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王
里
内

官
　
　
　
外
　
　
官

癒階後些ヒ後
　　周斎魏

二
、
三
七
一

二
、
三
二
二

一一

A
九
八
九

二
、
五
八
「

工
、
六
二
～

五
、
三
九
三

fx

八
五

九

九
九

五

総
　
　
教

七
、
七
六
四

…
二
、
　
五
七
丁
目

一
八
、
八
〇
五

　
右
の
う
ち
外
官
の
数
は
支
配
圏
の
変
動
で
増
減
を
免
れ
が
た
い
が
、

内
官
の
数
は
ほ
ぼ
固
定
し
て
い
る
。
た
だ
後
堤
の
内
官
数
は
比
較
的

多
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
官
制
が
他
の
王
朝
と
は
特
異
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
全
般
を
見
通
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

後
魏
の
官
員
数
の
記
録
は
信
用
す
べ
き
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

で
杜
佑
は
内
外
文
武
宜
と
と
も
に
文
学
学
生
三
〇
〇
〇
人
を
合
計
し

て
い
る
。
学
生
も
官
吏
の
部
類
と
み
る
も
の
で
、
附
の
官
制
で
は
国

子
学
生
は
視
従
七
晶
で
あ
る
。
学
生
に
も
考
課
が
あ
っ
た
こ
と
は
魏

書
一
九
申
、
任
城
王
澄
伝
の
「
利
ン
国
済
レ
民
。
所
レ
宜
二
単
帯
一
老
十

条
。
」
の
上
奏
中
に

　
　
二
碍
。
宜
丁
零
　
学
校
浦
以
明
中
鼎
ゆ
之
法
上
。
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と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
に
も
考
課
と
煕
防
の
規
定
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
崔
鴻
の
指
摘
し
た
「
貴
賎
内
外
。
万
有

余
人
。
」
は
学
生
を
ふ
く
め
た
数
と
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
崔
鴻
は
官
人
を
「
貴
賎
内
外
」
に
区

別
し
て
い
る
。
費
賎
と
は
上
下
の
意
で
あ
る
。
杜
佑
の
筆
法
に
よ
る

と　
京
城
諸
司
令
史
一
諸
色
職
掌
人

　
外
焼
直
県
属
官
一
諸
色
職
掌
人

　
と
す
る
官
人
区
分
概
念
が
あ
る
。
杜
佑
が
後
魏
の
内
外
文
武
官
の

合
計
と
し
て
示
し
た
数
字
は
七
七
六
四
人
で
あ
り
、
崔
鴻
が
通
考
の

対
象
と
し
て
示
し
た
官
人
数
が
万
有
余
人
で
あ
り
、
こ
の
な
か
に
貴

賎
内
外
の
官
を
ふ
く
む
と
す
る
と
、
こ
れ
は
学
生
よ
り
も
流
外
官
を

ふ
く
む
も
の
と
考
え
た
方
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
前
の
汎
階
で
は
流
内
官
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
の
う
ち
刺
史
・

守
令
は
除
外
さ
れ
た
が
、
通
考
で
は
刺
史
守
令
を
ふ
く
め
て
す
べ
て

の
内
外
流
内
官
と
、
さ
ら
に
そ
の
下
部
の
流
外
官
に
ま
で
統
一
的
に

考
課
鰍
防
が
行
な
わ
れ
た
と
み
ら
れ
、
考
課
の
内
容
に
つ
い
て
は
批

判
が
あ
る
と
し
て
も
行
政
の
中
央
集
権
化
に
お
い
て
大
き
な
進
展
が

と
げ
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

　
8
職
事
富
と
散
官
　
前
項
に
お
い
て
軽
愚
通
考
の
及
ん
だ
範
騒
は

文
武
の
流
内
官
全
部
と
流
外
の
一
部
を
も
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
こ
と

を
推
測
し
た
が
、
文
武
流
内
官
に
は
職
事
官
と
心
意
が
ふ
く
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
散
官
と
職
事
官
の
差
別
問
題
が
通
考
に
関
速
し
て

論
議
さ
れ
て
い
る
。
魏
書
二
一
上
・
高
士
王
直
伝
に
か
か
げ
ら
れ
た

彼
の
上
表
に
よ
っ
て
そ
の
論
胃
を
み
る
と

e
考
格
に
お
い
て
任
事
（
職
事
）
官
の
品
第
上
中
の
も
の
は
三
年
に

一
階
を
升
し
、
散
官
の
上
第
者
は
臨
年
で
一
階
を
干
す
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

⇔
し
か
し
閑
冗
の
官
は
本
来
虚
翻
し
た
も
の
で
は
な
く
、
賢
能
に
よ

っ
て
あ
る
い
は
累
勤
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
．
り
、
あ
る
と

き
は
外
戚
に
任
官
せ
し
め
、
ま
た
は
絶
域
に
使
者
と
し
て
派
遣
も
す

る
。
こ
れ
ら
は
散
官
で
劇
使
に
充
る
も
の
で
あ
る
。

国
と
こ
ろ
が
考
陽
の
さ
い
は
散
官
が
心
事
に
同
位
す
る
こ
と
を
さ
け
、

散
官
の
考
課
は
多
年
を
経
過
せ
し
め
任
事
は
短
期
に
行
な
う
。
ま
た

考
級
の
奏
は
任
事
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
散
官
の
筆
（
意
見
）
を
か
え

り
み
な
い
。
　
か
く
し
て
近
侍
禁
職
（
文
直
宮
）
を
し
て
繋
屈
之
辞
を

抱
か
し
め
、
禁
衛
武
夫
（
武
散
宮
）
を
し
て
不
鯛
之
恨
を
懐
か
し
め

る
。
そ
の
他
休
暇
の
制
に
お
い
て
も
不
平
等
が
あ
る
。
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と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
上
表
は
延
昌
二
年
二
月
以
後
の
も
の
で

「
批
宗
行
考
陽
之
法
」
と
添
記
し
て
あ
る
が
、
雍
伝
に
は

　
　
　
今
考
格
始
蜜
、
懐
レ
卜
者
衆
。
臣
腐
観
レ
之
。
亦
謂
レ
不
レ
可
レ
有
レ
光
昌

　
　
国
典
⑩
改
レ
之
病
難
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
延
規
三
年
八
月
の
考
課
に
そ
な
え
て
旧
格
が
宣

示
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
自
費
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
上
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
延
娼
の
考
陽
は
延
贔
三
年
八
月
甲
申
に
世
宗
が
朝
堂

に
親
臨
し
て
行
な
っ
た
こ
と
を
魏
隔
世
宗
紀
に
記
載
す
る
か
ら
、
雍

伝
の
「
世
宗
行
考
隣
之
法
皇
は
「
世
宗
が
寸
寸
寸
法
を
行
わ
ん
と
す

る
に
あ
た
っ
て
」
と
の
意
を
し
め
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
崔

鴻
の
上
表
に
あ
た
っ
て
「
延
愚
二
年
。
将
大
考
百
寮
。
」
と
あ
り
、

こ
れ
が
た
だ
ち
に
延
畠
二
年
に
大
回
を
実
施
し
た
意
味
と
は
な
ら
な

い
こ
と
を
前
述
し
た
の
と
同
様
、
公
書
の
一
筆
法
と
し
て
理
解
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
延
臼
攣
7
5
年
の
考
格
は
そ
の
後
の
諸
批
判
に
よ
っ
て
延
畠
三
年

の
大
考
実
施
ま
で
に
は
若
干
の
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。
魏
書
一
陽

踊
場
伝
・
張
普
恵
伝
・
郭
詐
俵
を
参
照
し
て
、
正
始
・
延
滞
の
考
格

の
相
互
関
係
を
左
に
表
示
し
よ
う
。

別種宮

／／ρ五汎／

／（t．，，

tt
@／t

考
格

侵

罵
　
始
　
絡
　
．

（
雍
伝
）

事官散

三
年
一
鷲
♂

前翻後汎

　　浩1爺

　　ノ　　　　ニ
　　年　 年

　
延
贔
元
年
格
、

…
（
郭
自
伝
）

同
　
　
上

延
轟
ヨ
年
格

（
海
亀
）

同
　
　
上

呂

～
階
…

～
階 ヂ
黍

己
妻
呈
薦

　
　
三
年
以
上
半
階

繭
実
年
半
面

岬

階
　　上
　　　中

　　年

一
階
…

汎
後

lllj汎

…
上
第
三
年
　
　
二
階
．

　上　上上
（第（門中
嚢四嚢三六
欝年前年年
ゴじへ　　　　ぽじへ

揖一伝三一
）級）階階

　
八
年
一
階

（
義
心
恵
伝
）
．

　
　
※
郭
詐
伝
に
引
く
延
贔
兀
年
の
詔
に
「
其
得
レ
汎
以
後
。
考
在
二
上
丁
鷺
。
三

　
　
年
遷
二
一
階
叩
」
と
あ
る
の
は
、
「
考
在
上
中
者
」
と
訂
班
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
右
表
の
う
ち
当
面
の
問
題
と
す
る
散
官
は
、
郭
詐
伝
に
引
く
延
昌

元
年
詔
に
「
散
官
従
亀
盧
超
所
p
奏
」
と
あ
る
が
、
慮
誕
の
奏
は
郭
詐

繊
に

　
　
上
溝
盗
人
。
三
年
転
｛
三
階
縛

　
と
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
高
島
王
雍
伝
に
あ
る
鳥
影
王
年
考
訂
で
は

　
　
散
智
上
第
者
。
四
載
登
t
級
4

　
と
あ
り
、
魏
書
七
八
・
張
普
恵
伝
に
絃
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獄
官
改
為
西
年
之
考
鴻
汎
学
者
。
八
年
一
階
。

　
と
あ
る
（
階
と
級
と
は
同
意
で
あ
る
。
）
。
延
昌
元
年
の
認
で
宣
示
さ

れ
た
考
格
が
三
年
の
そ
れ
で
は
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
前
者
で
は
散
嘗
は
三
年
で
半
階
、
六
年
で
一
階
を
昇
進
し
た
も
の

が
、
後
者
で
は
四
年
で
一
階
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
年
数
の
差
が
縮

少
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
高
溶
王
雍
の
よ
う
な
人
物
が
解
官
の
地
位

向
上
に
尽
力
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
た
だ
正
始
の
格
か
ら
延
島
三
年

の
考
格
ま
で
を
通
じ
て
一
貫
し
た
原
則
は
、
汎
階
と
考
課
と
を
不
可

分
の
も
の
と
考
え
て
汎
階
以
前
と
以
後
と
を
区
別
し
、
早
言
は
三
年

一
考
の
原
則
を
倍
に
し
た
六
年
一
階
と
し
、
汎
後
は
三
年
一
考
一
階

の
原
則
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
散
漫
が
汎
前
は
八

年
一
階
、
汎
後
は
四
年
一
階
と
す
る
点
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
延
昌
の
通
考
に
お
い
て
は
職
事
・
影
響
の
そ
れ
ぞ
れ
に

汎
前
・
汎
後
、
三
年
・
四
年
の
考
格
を
適
用
し
て
、
景
明
以
来
の
考

課
を
一
時
に
定
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
前
述
し

た
よ
う
に
崔
鴻
等
の
批
判
が
提
起
さ
れ
た
。
彼
は
そ
の
な
か
で
「
景

明
以
来
、
考
格
は
三
年
に
一
考
、
　
一
考
に
一
階
を
転
じ
、
貴
賎
内
外

万
有
余
人
が
、
賢
愚
を
問
わ
ず
上
中
第
と
し
て
比
肩
同
転
ず
る
こ
と

に
な
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
崔
鴻

の
上
表
に
お
い
て
「
暴
明
か
ら
延
愚
ま
で
の
聞
に
三
～
四
回
の
考
課

が
め
ぐ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
れ
を
三
年
一
考
、
一
考
一
階
の
率

で
昇
進
せ
し
め
、
職
事
官
の
場
合
な
れ
ば
三
～
四
階
進
級
し
た
。
篇

と
断
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
上
表
は
批
判
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
進
級
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
細
書
一
九
中
・
心
懸
王
澄
伝
に
は

　
　
　
景
胡
之
初
。
鰻
畠
永
平
之
末
㊨
内
外
鵡
宮
。
三
経
端
考
課
4
逮
二
士
嶋

　
　
之
始
④
方
薬
＝
勲
陽
司

　
と
あ
り
、
景
明
以
来
黙
防
が
な
か
っ
た
の
を
延
愚
の
通
志
で
は
じ

め
て
鰍
渉
し
た
の
で
あ
る
。
愚
書
七
八
・
張
普
恵
伝
に
か
か
げ
る
粛

宗
正
光
年
聞
の
彼
の
上
奏
に
よ
る
と

　
　
　
若
通
為
姦
一
載
之
考
⑩
無
レ
汎
隔
折
。
踊
各
盈
篇
其
分
刈
亦
足
↑
以
近

　
　
塞
繍
慮
口
刈
遠
総
監
四
方
工
。

　
と
あ
り
、
景
明
以
来
の
考
課
に
は
買
上
に
一
考
し
、
一
考
一
階
昇

進
と
い
う
古
格
を
一
律
に
適
用
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、

実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
い
ず
、
苫
前
・
汎
後
の
規
定
で
隔
慣
し
て
考

課
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
考
課
の
成
績
も
あ

る
程
度
反
映
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
誓
書
九
・
粛
宗
紀
、
延
畠
四
年
三
月
繰
網
の
条
に
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進
　
文
武
華
宮
位
一
級
4

　
と
あ
り
、
百
官
の
一
律
進
級
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
そ
の

政
治
的
背
景
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
宗
が
崩
じ
て
粛
宗
が
即

位
し
た
の
は
四
年
正
月
丁
巳
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と
き
に
帝
は
わ
ず

か
に
六
歳
で
あ
り
、
太
保
高
陽
王
雍
が
庶
政
を
統
べ
、
任
城
王
澄
が

尚
書
令
と
な
っ
て
政
治
の
や
枢
を
占
め
た
。
翌
二
月
、
世
宗
の
文
昭

皇
太
后
の
兄
で
あ
る
司
馬
高
肇
が
謀
殺
さ
れ
た
。
こ
れ
は
高
陽
王
雍

や
領
軍
干
忠
な
ど
の
計
に
で
た
も
の
で
、
清
河
王
澤
や
二
重
王
澄
な

ど
の
諸
王
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
墨
書
八
三
下
・
高
肇
伝
に
よ
る
と
、

密
宗
朝
に
お
け
る
高
肇
の
勢
力
は
絶
大
で
、
朋
党
を
結
び
、
北
海
王

詳
や
彰
城
王
魏
な
ど
の
宗
室
諸
王
を
も
購
殺
す
る
ほ
ど
で
、
朝
野
す

べ
て
彼
の
行
動
を
畏
悪
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
粛
宗

の
即
位
と
と
も
に
天
子
を
中
核
と
す
る
権
力
構
成
に
変
化
を
生
じ
、

高
肇
の
党
与
は
全
．
爾
的
に
敗
退
し
た
。
か
く
し
て
宮
廷
に
あ
た
ら
し

く
登
場
し
た
政
権
は
、
文
武
輩
官
の
位
を
一
律
に
一
級
昇
進
せ
し
め

る
と
い
う
優
待
策
に
繊
て
、
自
己
政
権
の
地
盤
強
化
を
企
て
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
延
昌
四
年
の
汎
階
は
こ
う
し
た
背
景
を
も
っ
て
い
る
。

同
年
八
月
領
軍
干
忠
は
詔
を
矯
め
て
僕
射
郭
柞
と
尚
書
嚢
植
を
殺
し
、

太
傅
領
太
尉
で
庶
政
を
裁
決
し
た
高
陽
王
雍
の
官
を
免
じ
て
い
る
。

延
昌
の
通
考
に
は
汎
前
・
汎
後
を
勘
案
し
た
考
課
勲
陸
を
行
な
っ
た

が
、
し
か
し
そ
の
内
容
は
ひ
っ
き
ょ
う
崔
鴻
等
の
批
判
に
あ
る
よ
う

に
、
全
般
的
に
は
賢
愚
一
律
に
年
数
本
位
の
考
課
に
終
っ
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
的
・
機
械
的
な
考
課
へ
の
傾
向
は
、

軽
愚
四
年
の
一
律
進
級
で
さ
ら
に
決
定
的
と
な
っ
た
。
証
書
粛
宗
紀
、

正
光
元
年
（
五
二
〇
）
七
月
辛
卯
の
条
に
は

　
　
帝
加
三
兀
服
④
大
赦
改
レ
年
。
内
外
百
官
。
進
昌
位
一
等
⑩

　
と
あ
る
。
粛
宗
の
即
位
以
来
、
臨
朝
称
制
の
実
権
者
で
あ
る
霊
太

盾
を
北
宮
に
幽
閉
し
、
粛
宗
が
元
服
親
政
し
た
臼
に
大
赦
し
て
年
号

を
改
め
る
と
と
も
に
、
ふ
た
た
び
内
外
百
官
の
位
を
一
律
に
一
階
進

級
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
侍
中
元
叉
や
侍
中
露
量
の
計
に
出

た
も
の
で
あ
る
。
天
子
の
元
服
改
元
な
ど
と
い
う
国
家
的
事
件
に
付

随
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
的
な
事
情
に
す
ぎ
ず
、

実
際
に
は
爾
宗
政
権
の
欠
陥
と
弱
体
と
に
発
源
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
文
武
官
僚
の
人
心
収
掩
が
臼
的
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
北

魏
官
僚
の
考
課
は
正
始
汎
階
・
延
昌
通
考
を
経
て
す
で
に
有
名
無
実

化
し
て
お
り
、
さ
ら
に
神
亀
二
年
（
五
一
九
）
に
は
黙
認
の
発
案
に

よ
っ
て
停
年
格
が
実
施
さ
れ
、
文
武
官
の
入
仕
が
形
式
的
事
務
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
粛
宗
朝
の
二
汎
と
い
わ
れ
る
延
昌
四
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年
・
正
光
元
年
の
二
回
に
わ
た
る
汎
階
（
気
欝
の
一
律
進
級
）
は
能
力

主
義
・
実
績
、
主
義
に
も
と
つ
く
考
課
瀦
防
が
形
式
化
事
務
化
す
る
と

と
も
に
、
年
労
主
義
が
主
力
と
な
り
、
こ
れ
が
固
定
化
し
た
と
こ
ろ

に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

結

曾五
貢目

　
以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
を
次
に
要
約
す
る
。

　
A
、
は
じ
め
に
考
格
の
変
遷
を
た
ど
る
と

　
0
孝
文
帝
の
太
和
一
八
年
（
圏
九
四
）
に
考
課
轍
陸
が
行
な
わ
れ

た
が
、
　
二
年
は
南
討
の
軍
を
お
こ
し
た
の
で
、
一
部
を
除
く
ほ
か

全
般
的
な
考
課
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
　
そ
こ
で
景
明
元
年
（
五
〇

〇
）
の
考
課
で
は
前
回
の
欠
を
補
う
た
め
に
、
在
勤
五
年
の
も
の
は

一
階
半
昇
進
を
許
す
規
定
を
作
っ
た
。
こ
れ
を
景
明
の
格
と
い
う
。

　
⇔
景
明
の
格
に
お
け
る
五
年
一
階
半
の
規
定
は
一
つ
の
便
法
で
あ

っ
て
、
孝
文
帝
の
定
め
た
三
年
｝
考
の
原
則
を
破
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
削
除
す
べ
し
と
の
意
見
が
正
始
元
年
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を

正
始
の
奏
と
名
づ
け
る
。

　
㊨
ど
こ
ろ
で
景
明
三
年
（
五
〇
二
）
以
来
、
考
課
は
行
な
わ
れ
て

も
黙
陽
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
正
始
四
年
（
五
〇
七
）
、
百
官

の
位
を
一
律
に
一
階
昇
進
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
を
正
始
の
二

階
と
い
い
、
こ
の
蒔
に
作
成
さ
れ
た
考
格
を
正
始
の
格
と
い
う
。

　
㈱
正
始
の
汎
階
は
考
課
の
代
用
と
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も

一
つ
の
便
法
で
あ
っ
て
、
官
吏
の
難
砂
は
厳
正
な
考
謙
の
成
績
に
準

拠
し
て
行
な
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
延
昌
元
年
（
五
一
三
、

景
明
以
来
の
考
課
を
一
括
し
て
統
一
的
に
処
理
す
る
た
め
の
基
本
的

な
原
則
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
延
晶
の
格
と
い
う
。
こ
れ

に
よ
る
と
正
始
の
汎
階
を
境
界
線
と
し
て
戦
前
・
汎
後
に
わ
け
て
考

課
を
処
理
し
、
汎
後
は
一
二
年
一
階
昇
進
の
原
則
を
貫
く
が
、
令
前
は

六
年
以
上
一
階
と
し
て
、
汎
階
の
一
階
を
考
慮
に
い
れ
て
そ
の
評
価

を
軽
く
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
始
の
格
で
し
め
さ
れ
た
原
則
を
さ
ら

に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
B
、
つ
ぎ
に
考
課
の
実
施
状
況
を
み
て
ゆ
く
と
、

　
㈲
孝
文
帝
の
時
に
確
立
さ
れ
た
三
年
一
考
の
原
剣
は
そ
の
こ
着
実

に
実
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
刺
史
の
場
合
、
親
和
一
八
年
か
ら
景

明
二
年
ま
で
考
課
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
㈹
正
始
の
汎
階
は
中
央
官
に
も
地
方
官
に
も
及
ん
だ
が
、
刺
史
・

郡
守
・
県
名
の
地
方
書
に
笈
ば
な
か
・
た
．
・
れ
は
他
の
官
㈹

僚
が
皇
宗
即
位
以
来
考
課
が
な
か
っ
た
の
に
、
刺
史
守
令
は
考
課
黙
　
7
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渉
を
う
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

㈹
正
始
の
汎
階
は
流
外
官
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
延
昌
の
通
考

は
流
外
を
も
考
課
の
対
象
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈹
考
格
に
は
職
事
官
と
散
官
に
よ
る
差
別
が
あ
り
、
散
官
は
延
蔑

元
年
の
考
格
で
は
備
後
六
年
一
階
昇
進
と
し
た
も
の
を
、
延
晶
三
年

の
旧
格
で
は
四
年
一
階
と
し
、
汎
前
は
八
年
一
階
と
し
た
。
こ
れ
は

職
慕
官
の
汎
後
三
年
一
階
・
汎
前
六
年
一
階
に
比
較
し
て
昇
進
が
遅

い
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
八
項
自
で
あ
る
。

①
四
書
六
四
・
張
葬
伝
に
は
「
縫
ユ
散
騎
釣
革
鴨
兼
二
痔
中
門
持
レ
節
巡
【
察
陳
東
河

　
山
鴇
十
二
州
叩
甚
有
二
声
称
叩
」
と
み
え
、
納
媚
門
口
六
七
・
徴
光
象
門
に
は
「
拝
二
散
騎
常

　
侮
司
黄
門
薯
作
翻
レ
故
。
又
兼
一
”
太
子
少
博
司
蓼
以
二
木
賞
4
兼
二
侍
中
司
使
持
節
為
昌

　
験
阪
大
酸
叩
巡
レ
方
省
察
。
所
レ
経
述
漏
平
賀
寓
叩
閃
蒲
賦
鴫
野
三
十
八
篇
ご
と
あ

　
る
。
な
お
劉
藻
の
巡
方
記
事
は
魏
警
七
〇
北
海
四
五
の
本
伝
と
も
に
記
事
を
欠
い

　
て
い
る
。

②
　
魏
啓
八
・
世
宗
紀
い
、
心
急
一
二
年
の
条
に
は
門
七
織
月
曜
薦
詔
。
加
昌
文
窟
従
征
顕

　
達
。
宿
衛
籍
二
階
弔
閑
散
者
一
階
叩
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
宮
（
中
央
官
）
の
職
事
お

　
よ
び
五
官
の
一
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
階
ま
た
は
｝
階
の
昇
進
を
行
な
っ
て
い
る
。

③
　
魏
書
五
五
・
溝
夢
心
に
よ
る
と
「
量
明
末
。
徴
為
一
一
廷
蜘
少
卿
刈
描
写
。
乃
授
二

　
黄
門
侍
郎
喝
遷
鴨
【
散
騎
常
心
隔
黄
門
如
レ
故
。
兼
一
一
侍
中
↓
為
二
畿
内
大
使
一
跨
一
㎜
渉

　
善
亜
欝
血
闇
…
分
明
。
転
ユ
太
謹
製
刈
」
と
あ
り
、
外
州
を
芸
西
町
道
等
に
分
け
た
ほ

　
か
に
畿
内
に
は
特
励
に
大
使
を
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。

④
魏
爵
三
一
・
干
忠
俊
に
「
優
二
進
太
府
卿
叩
正
始
二
年
秋
。
詔
レ
忠
。
以
轟
本
官
喝

使
持
節
兼
侍
中
。
田
島
頭
道
大
笙
刺
史
鎮
将
。
職
罪
指
事
藩
。
以
レ
状
申
聞
。
守

　
令
以
下
。
鍵
即
行
決
。
与
二
撫
軍
将
軍
尚
書
李
梯
驚
分
二
二
二
道
ご
と
あ
り
、
同

　
穴
穴
・
憲
＋
膨
黙
隊
に
は
「
靭
咽
。
以
レ
禺
琳
為
二
使
持
静
即
兼
待
中
東
道
ム
人
使
司
勲
二
砂
能
蒼
司

　
著
㌫
賞
｛
罰
古
称
ご
と
み
え
る
か
ら
正
始
二
年
の
外
州
大
使
は
二
人
で
、
篤
厚
．
西

　
道
の
二
道
に
分
っ
て
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
＠
　
考
諜
の
作
成
が
朝
史
の
責
任
に
在
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
作
成
の
手
続
に
お
い

　
て
郡
守
・
県
令
の
二
瀬
権
が
無
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
魏
二
九
．
粛
宗
紀
の

　
孝
畠
元
年
二
月
壬
寅
の
条
に
「
詔
彌
。
勧
善
総
裏
、
経
国
茂
典
。
共
令
二
毎
歳
一
終
鴨

　
那
守
列
二
令
長
司
刺
史
列
一
一
守
糊
幻
以
定
二
考
課
叩
弁
篇
其
能
否
鱒
若
有
二
濫
謬
ゆ
以
一
｝

　
考
功
失
衷
一
論
。
」
と
あ
る
。

⑥
南
北
朝
の
制
と
し
て
刺
史
は
ほ
と
ん
ど
将
軍
号
を
帯
び
る
鯛
で
あ
っ
た
。
し
か

　
し
刺
史
（
文
官
）
と
将
軍
（
武
官
）
と
は
別
の
官
職
で
あ
る
が
、
掘
に
は
刺
史
の

　
属
官
と
、
将
軍
畢
と
し
て
府
を
畷
い
て
い
る
府
主
と
し
て
の
属
官
と
が
あ
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
州
盤
史
と
府
佐
史
の
系
統
の
佐
官
を
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

⑦
　
犠
鴻
伝
に
は
「
延
愚
二
年
。
将
大
考
百
寮
。
鼓
々
。
」
と
あ
る
が
、
大
脳
の
行

　
な
わ
れ
た
の
は
笹
書
八
・
世
宗
紀
に
「
延
竿
璽
工
年
八
鞍
馬
申
。
欝
欝
二
凶
暴
伊
考
ユ

　
百
過
叩
謀
士
椚
【
糊
隣
凶
」
と
あ
る
か
ら
延
畠
三
年
が
正
し
ぐ
、
し
た
が
っ
て
崔
鴻
転

　
の
二
年
は
本
紀
の
記
事
と
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
翠
蓋
工
年
に
将
来
行
な
わ
れ
る

　
大
考
の
考
令
が
不
備
で
あ
る
た
め
建
議
を
行
な
っ
た
こ
と
を
の
べ
た
も
の
で
、
二

　
年
と
あ
る
の
は
建
議
の
年
次
を
添
す
語
と
み
ら
れ
る
。

⑧
魏
君
一
九
中
・
任
城
王
事
伝
の
上
表
文
に
「
臣
蠣
惟
。
衆
明
之
初
。
既
賊
『
氷
平

　
之
末
日
内
外
璽
官
。
三
経
翫
4
3
諜
鴫
逮
二
延
愚
弄
始
一
方
加
撃
翻
隣
ご
と
あ
る
よ
う

　
に
、
延
島
の
懸
考
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
職
・
渉
を
行
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
勲
隣

　
は
行
な
わ
れ
ず
、
た
だ
考
課
の
顔
期
に
し
た
が
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
か
く
し
て
崔

　
鴻
の
指
摘
す
る
霊
年
・
一
考
・
一
考
一
階
は
逓
考
の
結
果
を
の
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
衆
明
以
来
三
年
ご
と
に
一
階
の
昇
進
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

⑨
　
旧
観
の
鰹
年
格
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
中
眼
硝
北
朝
史
研
究
」
第
工
篇
・
第
二

　
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
（
禰
島
二
期
滋
萱
大
学
教
授
、
西
村
総
谷
大
掌
講
師
〉
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Development　of　Commodity　Economy　in　Mediaeval
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yamato　大禾口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Haruko　Wakita

　　Inves£igation　of　the　reproductive　struc£ure　in　mediaeval　society　cac　n

’not　be　done　without　the　problem　of　commodity　economy．　This　article

treats　what　chaRge　should　appear　iR　the　social　structure　through　the

development　of　commodity　economy　in　the　Yamato大和where　there
was　a　specia！　ruling　form，　the・　control　of　a　country　by　1〈ofufenjil　Temple

興福寺．

　　At　first，　j　udging　from　the　landlora　econoiny，　we　study　its　chang　into

territoriac　1　controling　form　l圭ke　Tansenf”ha反銭賦課for　unrest　of　ex－

ploiting　form　in　individual　manor；　and　then，　from　the　merchant　capi－

ta1，　we　are　to　point　two　aspects，　Za座commerce　of　Yoriudo寄入and

Zinnin神人through　the　personal　subjection　to玉andlord，　and　that　of

public　imposition公事銭納入after　the　middle　period，　among　traditiona璽

．Za　en　bloc；　changes　iii　these　landlord　economy　and　Za　coinmerce

・enable　us　to　conjecture　the　trend　of　peasant　economy　as　a　1notive

power．

κα・一ku・考課and　K’a・一fee考les・by・Shih一下9－SZ’ian－wzt－li

　　　　　　　　　　　　　　世宗宣：武帝in　P2－wei北魏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　the　late　Shigejiro　Fukushima　and　Genyu　Nishimura

　　K’aoLw2n－ti孝文帝of　P2－wei北魏established　K’ao－kuo考課act（for　the

assessment　of　officials’　administrative　results）　in　the　18th　year　of　T’ai－

huo太和，　which　made　it　a　rule　to　assess　once　every　three　years，　b確

it　had　not　beeR　enforced　since　then．　To　keep　more　complete　enforce－

ment，　various　regulations　for　assessment（K’ao－le2考格）were　enacted

iR　the　next　Shih－tung世宗dynasty．　After　the　name　of　the　era　on

enactment　they　were　called磁格of　Ching－ming景明，　Cheng－shih正

始and　Yen－ch’ang延愚．　The　imperfect　enforcement　of　assessment，

witl／　various　political　circumstances，　depends　upon　the　relation　of　tlrte

（630）



emperor’s　power　to　his　officials’．　The　centralism，　established　by　Kao－

we・n－ti孝文帝，　without　all　absolute　pQwer，　resulted　ill　the　imperfect

aSSeSSment　ill　the　Shi－tung世尊dynaSty．

　　Therefore，　in　the　case　of　the　central　oMcials　with　some　exemption，

the　assessment　should　not　be　enforced　from　the　beginning　of　Ching－

711ing　（500－502）　to　the　lst　year　of　Yen－ch’ang延昌　　（521），　and　also　in

Tz’zrL－shih刺史from　the　18th　year　of　T”ai－huo太和（494）to　the　2nd

year　of　Ching－ming　（501）．　After　that　time，　the　enforcement　of　assess－

ment　to　the　local　governors　to　govern　the　Chinese　people　resulted　in

the　case　that　the　local　governors　were　exempted　from　the　uniform

promotion　Fan．chieh汎i砦in　the　4th　year　of　Cheng－shih正始（507）；

though　it　did　not　include　Liu－evai－fluan流外官，　or　petty　oMcials，　T’ung－

le’ao開智in　Yen－ch’僻g－a　plan　for　proper　assessment　by　substantially

revising　the　tradkional　assessment－inclucled　them．　And　the　assess一

鶏ent　discri．minated　Chih－shih－kecan職事官，　with　a　certain　pos褥。葺from

San一々％απ散嘗，　without　a　certain　position；the　assessment　to　the　former．

othcials　was　enforced　once　every　three　yeat’s　and　that　to　the　latter

once　every　four　years．

“Gafol”　in　the　Anglo　Saxon　Perlod

by

ReigaR　Tomizawa

　This　article　attempted　to　view　the　making　of　feudal　rent　in　the

Anglo　Saxon　Period．　ln　the　early　Anglo　Saxon　Period，　English　king－

ship　becomed　greater，　as　a　overlordship　to　govern　the　folk，　and　to

contro1　the　foll〈　land　in　England，　and　the　king　exacted　the　dues，　which

were　called　1｛ing’s　feorm　or　gafol，　from　the　English　folk．

　　But，　on　gafol，　it　is　difficult　to　decide　whether　lt　is　royal　tax，　or

feudal　rent．　Some　scholars　such　as　Whitelocl〈　are　apt　to　interpret

gafol　as　a　feudal　rent．

　　In　this　article，　1　viewed　refereBces　of　gafol　in　Anglo　Saxon　docu－

ments，．as　possible　as　1　can，　and　pointed　out　that　it　was　also　possible

to’interpret　gafol　as　a　royal　tax，　and　also　attempted　to　prove　that

originally　gafol　was　royal　tax，　but　when　the　king　granted　the　land　as

a　magnate’s　land　（＝rrso　called　laen　land）　or　as　a　book　land，　the　gafol

（629）


